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(57)【要約】
【課題】第１クライアント装置により使用することがで
きるコンテンツデータを第２クライアント装置により使
用するために、コンテンツデータを第１クライアント装
置からサーバ装置にアップロードする手間を低減する。
【解決手段】コンテンツデータを記憶している記憶部と
、記憶部により記憶されているコンテンツデータを識別
するためのコンテンツ識別情報を取得する制御部と、自
装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報
と制御部により取得されたコンテンツ識別情報とを含む
登録要求をサーバ装置２００に送信し、コンテンツ識別
情報により識別されるコンテンツデータをサーバ装置２
００が保持している場合に、ユーザ識別情報とコンテン
ツ識別情報とが対応付けられてなる情報をユーザ別登録
情報としてサーバ装置２００に保持させる送信部と、を
備える、クライアント装置１００が提供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータを記憶している記憶部と、
　前記記憶部により記憶されている前記コンテンツデータを識別するためのコンテンツ識
別情報を取得する制御部と、
　自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報と前記制御部により取得され
た前記コンテンツ識別情報とを含む登録要求をサーバ装置に送信し、前記コンテンツ識別
情報により識別される前記コンテンツデータを前記サーバ装置が保持している場合に、前
記ユーザ識別情報と前記コンテンツ識別情報とが対応付けられてなる情報をユーザ別登録
情報として前記サーバ装置に保持させる送信部と、
　を備える、クライアント装置。
【請求項２】
　前記送信部は、
　前記コンテンツ識別情報により識別される前記コンテンツデータを前記サーバ装置が保
持していない場合に、前記サーバ装置による前記ユーザ別登録情報の保持を禁止させる、
　請求項１に記載のクライアント装置。
【請求項３】
　前記送信部は、
　前記コンテンツ識別情報により識別される前記コンテンツデータを前記サーバ装置が保
持していない場合に、前記ユーザ別登録情報を前記サーバ装置に保持させるとともに、前
記記憶部により記憶されている前記コンテンツデータを前記サーバ装置に送信し、前記コ
ンテンツデータを前記サーバ装置に保持させる、
　請求項１に記載のクライアント装置。
【請求項４】
　前記記憶部は、
　複数のコンテンツ識別情報が再生順に並べられてなるプレイリストをさらに記憶してお
り、
　前記制御部は、
　前記記憶部により記憶されている前記プレイリストを取得し、
　前記送信部は、
　前記プレイリストをさらに前記サーバ装置に送信し、前記プレイリストから前記ユーザ
別登録情報に含まれていない前記コンテンツ識別情報を除外したリストを前記ユーザ識別
情報に対応付けて前記サーバ装置に保持させる、
　請求項１に記載のクライアント装置。
【請求項５】
　前記記憶部は、
　複数のコンテンツ識別情報が再生順に並べられてなるプレイリストをさらに記憶してお
り、
　前記制御部は、
　前記記憶部により記憶されている前記プレイリストを取得し、
　前記送信部は、
　前記プレイリストをさらに前記サーバ装置に送信し、前記プレイリストを前記ユーザ識
別情報に対応付けて前記サーバ装置に保持させる、
　請求項１に記載のクライアント装置。
【請求項６】
　自装置を使用するユーザにより指定されたコンテンツ識別情報を選択情報として取得す
る制御部と、
　前記ユーザを識別するためのユーザ識別情報と前記制御部により取得された前記選択情
報とを含むコンテンツ送信要求をサーバ装置に送信し、前記ユーザ識別情報と前記選択情
報とが対応付けられてなる情報をユーザ別登録情報として前記サーバ装置が保持している
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場合に、前記コンテンツ送信要求に対する応答として前記選択情報により識別されるコン
テンツデータの送信を前記サーバ装置に実行させる送信部と、
　前記サーバ装置から送信された前記コンテンツデータを受信する受信部と、
　を備える、クライアント装置。
【請求項７】
　前記送信部は、
　前記選択情報が前記コンテンツ識別情報として前記ユーザ識別情報に対応付けられて前
記サーバ装置により保持されていない場合に、前記サーバ装置による前記選択情報により
識別される前記コンテンツデータの送信を禁止させる、
　請求項６に記載のクライアント装置。
【請求項８】
　コンテンツデータを記憶している記憶部をさらに備え、
　前記制御部は、
　前記記憶部により記憶されている前記コンテンツデータを識別するためのコンテンツ識
別情報を取得し、
　前記送信部は、
　前記ユーザ識別情報と前記制御部により取得された前記コンテンツ識別情報とを含む登
録要求をサーバ装置に送信し、前記コンテンツ識別情報により識別される前記コンテンツ
データを前記サーバ装置が保持している場合に、前記ユーザ識別情報と前記コンテンツ識
別情報とが対応付けられてなる情報を前記ユーザ別登録情報として前記サーバ装置に保持
させる、
　請求項６に記載のクライアント装置。
【請求項９】
　前記送信部は、
　前記ユーザ識別情報と前記制御部により取得された前記コンテンツ識別情報とを含む登
録要求をサーバ装置に送信し、前記コンテンツ識別情報により識別される前記コンテンツ
データを前記サーバ装置が保持している場合に、前記サーバ装置により既に保持されてい
る前記ユーザ別登録情報を継続して保持させるとともに前記ユーザ識別情報と前記コンテ
ンツ識別情報とが対応付けられてなる情報を前記ユーザ別登録情報に追加させる、
　請求項８に記載のクライアント装置。
【請求項１０】
　前記送信部は、
　前記サーバ装置が保持しているコンテンツデータに関連する情報であるコンテンツ関連
情報を取得するための要求である情報送信要求を前記サーバ装置に送信し、
　前記クライアント装置は、
　前記コンテンツ関連情報を前記情報送信要求に対する応答として前記サーバ装置から受
信する受信部をさらに備え、
　前記制御部は、
　前記受信部により前記サーバ装置から受信された前記コンテンツ関連情報を所定の表示
部に表示させる、
　請求項１または請求項６に記載のクライアント装置。
【請求項１１】
　前記送信部は、
　自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報を前記情報送信要求に含めて
前記サーバ装置に送信し、
　前記制御部は、
　前記受信部により前記サーバ装置から受信された前記コンテンツ関連情報に、前記情報
送信要求に含まれているユーザ識別情報に対応付けられて前記ユーザ別登録情報に前記コ
ンテンツ識別情報が登録されていない旨を示す情報が含まれている場合には、前記コンテ
ンツ関連情報を前記所定の表示部に表示させるとともに、前記コンテンツ識別情報により
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識別される前記コンテンツデータを前記ユーザに購入させるための所定のオブジェクトを
前記コンテンツ関連情報に対応させて前記所定の表示部に表示させる、
　請求項１０に記載のクライアント装置。
【請求項１２】
　前記送信部は、
　自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報を含む登録情報取得要求を前
記サーバ装置に送信し、
　前記クライアント装置は、
　前記ユーザ別登録情報において前記ユーザ識別情報に対応付けられて前記サーバ装置に
より保持されている前記コンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータに関連す
る情報であるコンテンツ関連情報を前記登録情報取得要求に対する応答として前記サーバ
装置から受信する受信部をさらに備え、
　前記制御部は、
　前記受信部により前記サーバ装置から受信された前記コンテンツ関連情報を所定の表示
部に表示させる、
　請求項１または請求項６に記載のクライアント装置。
【請求項１３】
　前記受信部は、
　前記ユーザ別登録情報において前記ユーザ識別情報に対応付けられて前記サーバ装置に
より保持されていない前記コンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータに関連
する情報であるコンテンツ関連情報を前記登録情報取得要求に対する応答として前記サー
バ装置からさらに受信し、
　前記制御部は、
　前記コンテンツ関連情報を前記所定の表示部に表示させるとともに、前記コンテンツ識
別情報により識別される前記コンテンツデータを前記ユーザに購入させるための所定のオ
ブジェクトを前記コンテンツ関連情報に対応させて前記所定の表示部に表示させる、
　請求項１２に記載のクライアント装置。
【請求項１４】
　コンテンツデータを記憶するステップと、
　前記コンテンツデータを識別するためのコンテンツ識別情報を取得するステップと、
　自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報と前記コンテンツ識別情報と
を含む登録要求をサーバ装置に送信するステップと、
　前記コンテンツ識別情報により識別される前記コンテンツデータを前記サーバ装置が保
持している場合に、前記ユーザ識別情報と前記コンテンツ識別情報とが対応付けられてな
る情報をユーザ別登録情報として前記サーバ装置に保持させるステップと、
　を含む、情報処理方法。
【請求項１５】
　自装置を使用するユーザにより指定されたコンテンツ識別情報を選択情報として取得す
るステップと、
　前記ユーザを識別するためのユーザ識別情報と前記選択情報とを含むコンテンツ送信要
求をサーバ装置に送信するステップと、
　前記ユーザ識別情報と前記選択情報とが対応付けられてなる情報をユーザ別登録情報と
して前記サーバ装置が保持している場合に、前記コンテンツ送信要求に対する応答として
前記選択情報により識別されるコンテンツデータの送信を前記サーバ装置に実行させるス
テップと、
　前記サーバ装置から送信された前記コンテンツデータを受信するステップと、
　を含む、情報処理方法。
【請求項１６】
　コンテンツデータを記憶している記憶部と、
　前記記憶部により記憶されている前記コンテンツデータを識別するためのコンテンツ識
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別情報を取得する制御部と、
　自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報と前記制御部により取得され
た前記コンテンツ識別情報とを含む登録要求をサーバ装置に送信し、前記コンテンツ識別
情報により識別される前記コンテンツデータを前記サーバ装置が保持している場合に、前
記ユーザ識別情報と前記コンテンツ識別情報とが対応付けられてなる情報をユーザ別登録
情報として前記サーバ装置に保持させる送信部と、
　を備える、第１クライアント装置と、
　前記ユーザにより指定されたコンテンツ識別情報を選択情報として取得する制御部と、
　前記ユーザを識別するためのユーザ識別情報と前記制御部により取得された前記選択情
報とを含むコンテンツ送信要求を前記サーバ装置に送信し、前記ユーザ識別情報と前記選
択情報とが対応付けられてなる情報を前記ユーザ別登録情報として前記サーバ装置が保持
している場合に、前記コンテンツ送信要求に対する応答として前記選択情報により識別さ
れるコンテンツデータの送信を前記サーバ装置に実行させる送信部と、
　前記サーバ装置から送信された前記コンテンツデータを受信する受信部と、
　を備える、第２クライアント装置と、
　を有する、情報処理システム。
【請求項１７】
　第１クライアント装置と第２クライアント装置とサーバ装置とを有する情報処理システ
ムであって、
　前記第１クライアント装置は、
　コンテンツデータを記憶している記憶部と、
　前記記憶部により記憶されている前記コンテンツデータを識別するためのコンテンツ識
別情報を取得する制御部と、
　自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報と前記制御部により取得され
た前記コンテンツ識別情報とを含む登録要求をサーバ装置に送信する送信部と、を備え、
　前記サーバ装置は、
　記憶部と、
　前記第１クライアント装置から前記登録情報を受信する受信部と、
　前記登録要求に含まれる前記コンテンツ識別情報により識別される前記コンテンツデー
タが前記記憶部により記憶されている場合に、前記登録要求に含まれる前記ユーザ識別情
報および前記コンテンツ識別情報が対応付けられてなる情報をユーザ別登録情報として前
記記憶部に記憶させる制御部と、を備え、
　前記第２クライアント装置は、
　前記ユーザにより指定されたコンテンツ識別情報を選択情報として取得する制御部と、
　前記ユーザを識別するためのユーザ識別情報と前記制御部により取得された前記選択情
報とを含むコンテンツ送信要求を前記サーバ装置に送信する送信部と、を備え、
　前記サーバ装置の前記受信部は、
　前記第２クライアント装置から前記コンテンツ送信要求を受信し、
　前記サーバ装置は、
　前記コンテンツ送信要求に含まれる前記ユーザ識別情報および前記選択情報が対応付け
られてなる情報が前記ユーザ別登録情報として前記記憶部により記憶されている場合に、
前記コンテンツ送信要求に対する応答として前記選択情報により識別されるコンテンツデ
ータを前記第２クライアント装置に送信する送信部、をさらに備え、
　前記第２クライアント装置は、
　前記サーバ装置から送信された前記コンテンツデータを受信する受信部、をさらに備え
る、情報処理システム。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クライアント装置、情報処理方法および情報処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンピュータが担う役割をクライアント装置とサーバ装置とに分担させたクライ
アントサーバシステムが様々な場面において活用されている。クライアントサーバシステ
ムにおいては、一般的に、ユーザがクライアント装置の画面を閲覧しながら所望の指示を
クライアント装置に入力し、クライアント装置はユーザから入力された指示に応じた要求
をサーバ装置に送信する。サーバ装置は、クライアント装置から送信された要求を受信し
、その要求に応じた操作を実行し、実行して得られた結果をその要求に対する応答として
クライアント装置に返信する。
【０００３】
　クライアント装置とサーバ装置との間では様々な情報が送受信され得る。例えば、クラ
イアント装置からサーバ装置に対してコンテンツデータの送信要求が送信されると、その
送信要求に対する応答としてサーバ装置によって保持されているコンテンツデータがクラ
イアント装置に送信されるクライアントサーバシステムが一般に知られている（例えば、
特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－８５４７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、情報通信機器の普及に伴い、例えば、ユーザが複数のクライアント装置
を所有しており、複数のクライアント装置のそれぞれにより同一のコンテンツデータを使
用したいと考える場面も増加してきている。コンテンツデータは、例えば、再生する処理
や表示する処理などといった様々な処理を行うことにより使用することができる。例えば
、ユーザは、第１クライアント装置により使用していたコンテンツデータと同一のコンテ
ンツデータを、第２クライアント装置により使用しようとする場面も想定される。
【０００６】
　かかる場面においては、上記したような一般的なクライアントサーバシステムを使用し
た場合、ユーザは、第１クライアント装置により使用していたコンテンツデータを第１ク
ライアント装置からサーバ装置にアップロードするための操作を行う必要がある。その後
、コンテンツデータのアップロードが完了すると、ユーザは、サーバ装置にアップロード
されたコンテンツデータを第２クライアント装置にダウンロードするための操作を行う。
その操作の結果として、ユーザは、ダウンロードしたコンテンツデータを第２クライアン
ト装置により使用することができるようになる。
【０００７】
　以上に説明したように、ユーザは第１クライアント装置により使用していたコンテンツ
データを第２クライアント装置により使用する前に、第１クライアント装置からサーバ装
置にコンテンツデータをアップロードするための操作を行う必要がある。したがって、ユ
ーザにはその操作のための手間が掛かってしまうという問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、第１クライアント装置により使用することができるコンテンツデー
タを第２クライアント装置により使用するために、コンテンツデータを第１クライアント
装置からサーバ装置にアップロードする手間を低減することが可能な、新規かつ改良され
た技術を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明のある実施形態によれば、コンテンツデータを記憶している記憶部と、上記記憶
部により記憶されている上記コンテンツデータを識別するためのコンテンツ識別情報を取
得する制御部と、自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報と上記制御部
により取得された上記コンテンツ識別情報とを含む登録要求をサーバ装置に送信し、上記
コンテンツ識別情報により識別される上記コンテンツデータを上記サーバ装置が保持して
いる場合に、上記ユーザ識別情報と上記コンテンツ識別情報とが対応付けられてなる情報
をユーザ別登録情報として上記サーバ装置に保持させる送信部と、を備える、クライアン
ト装置が提供される。
【００１０】
　上記送信部は、上記コンテンツ識別情報により識別される上記コンテンツデータを上記
サーバ装置が保持していない場合に、上記サーバ装置による上記ユーザ別登録情報の保持
を禁止させることとしてもよい。
【００１１】
　上記送信部は、上記コンテンツ識別情報により識別される上記コンテンツデータを上記
サーバ装置が保持していない場合に、上記ユーザ別登録情報を上記サーバ装置に保持させ
るとともに、上記記憶部により記憶されている上記コンテンツデータを上記サーバ装置に
送信し、上記コンテンツデータを上記サーバ装置に保持させることとしてもよい。
【００１２】
　上記記憶部は、複数のコンテンツ識別情報が再生順に並べられてなるプレイリストをさ
らに記憶しており、上記制御部は、上記記憶部により記憶されている上記プレイリストを
取得し、上記送信部は、上記プレイリストをさらに上記サーバ装置に送信し、上記プレイ
リストから上記ユーザ別登録情報に含まれていない上記コンテンツ識別情報を除外したリ
ストを上記ユーザ識別情報に対応付けて上記サーバ装置に保持させることとしてもよい。
【００１３】
　上記記憶部は、複数のコンテンツ識別情報が再生順に並べられてなるプレイリストをさ
らに記憶しており、上記制御部は、上記記憶部により記憶されている上記プレイリストを
取得し、上記送信部は、上記プレイリストをさらに上記サーバ装置に送信し、上記プレイ
リストを上記ユーザ識別情報に対応付けて上記サーバ装置に保持させることとしてもよい
。
【００１４】
　本発明の他の実施形態によれば、自装置を使用するユーザにより指定されたコンテンツ
識別情報を選択情報として取得する制御部と、上記ユーザを識別するためのユーザ識別情
報と上記制御部により取得された上記選択情報とを含むコンテンツ送信要求をサーバ装置
に送信し、上記ユーザ識別情報と上記選択情報とが対応付けられてなる情報をユーザ別登
録情報として上記サーバ装置が保持している場合に、上記コンテンツ送信要求に対する応
答として上記選択情報により識別されるコンテンツデータの送信を上記サーバ装置に実行
させる送信部と、上記サーバ装置から送信された上記コンテンツデータを受信する受信部
と、を備える、クライアント装置が提供される。
【００１５】
　上記送信部は、上記選択情報が上記コンテンツ識別情報として上記ユーザ識別情報に対
応付けられて上記サーバ装置により保持されていない場合に、上記サーバ装置による上記
選択情報により識別される上記コンテンツデータの送信を禁止させることとしてもよい。
【００１６】
　コンテンツデータを記憶している記憶部をさらに備え、上記制御部は、上記記憶部によ
り記憶されている上記コンテンツデータを識別するためのコンテンツ識別情報を取得し、
上記送信部は、上記ユーザ識別情報と上記制御部により取得された上記コンテンツ識別情
報とを含む登録要求をサーバ装置に送信し、上記コンテンツ識別情報により識別される上
記コンテンツデータを上記サーバ装置が保持している場合に、上記ユーザ識別情報と上記
コンテンツ識別情報とが対応付けられてなる情報を上記ユーザ別登録情報として上記サー
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バ装置に保持させることとしてもよい。
【００１７】
　上記送信部は、上記ユーザ識別情報と上記制御部により取得された上記コンテンツ識別
情報とを含む登録要求をサーバ装置に送信し、上記コンテンツ識別情報により識別される
上記コンテンツデータを上記サーバ装置が保持している場合に、上記サーバ装置により既
に保持されている上記ユーザ別登録情報を継続して保持させるとともに上記ユーザ識別情
報と上記コンテンツ識別情報とが対応付けられてなる情報を上記ユーザ別登録情報に追加
させることとしてもよい。
【００１８】
　上記送信部は、上記サーバ装置が保持しているコンテンツデータに関連する情報である
コンテンツ関連情報を取得するための要求である情報送信要求を上記サーバ装置に送信し
、上記クライアント装置は、上記コンテンツ関連情報を上記情報送信要求に対する応答と
して上記サーバ装置から受信する受信部をさらに備え、上記制御部は、上記受信部により
上記サーバ装置から受信された上記コンテンツ関連情報を所定の表示部に表示させること
としてもよい。
【００１９】
　上記送信部は、自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報を上記情報送
信要求に含めて上記サーバ装置に送信し、上記制御部は、上記受信部により上記サーバ装
置から受信された上記コンテンツ関連情報に、上記情報送信要求に含まれているユーザ識
別情報に対応付けられて上記ユーザ別登録情報に上記コンテンツ識別情報が登録されてい
ない旨を示す情報が含まれている場合には、上記コンテンツ関連情報を上記所定の表示部
に表示させるとともに、上記コンテンツ識別情報により識別される上記コンテンツデータ
を上記ユーザに購入させるための所定のオブジェクトを上記コンテンツ関連情報に対応さ
せて上記所定の表示部に表示させることとしてもよい。
【００２０】
　上記送信部は、自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報を含む登録情
報取得要求を上記サーバ装置に送信し、上記クライアント装置は、上記ユーザ別登録情報
において上記ユーザ識別情報に対応付けられて上記サーバ装置により保持されている上記
コンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータに関連する情報であるコンテンツ
関連情報を上記登録情報取得要求に対する応答として上記サーバ装置から受信する受信部
をさらに備え、上記制御部は、上記受信部により上記サーバ装置から受信された上記コン
テンツ関連情報を所定の表示部に表示させることとしてもよい。
【００２１】
　上記受信部は、上記ユーザ別登録情報において上記ユーザ識別情報に対応付けられて上
記サーバ装置により保持されていない上記コンテンツ識別情報により識別されるコンテン
ツデータに関連する情報であるコンテンツ関連情報を上記登録情報取得要求に対する応答
として上記サーバ装置からさらに受信し、上記制御部は、上記コンテンツ関連情報を上記
所定の表示部に表示させるとともに、上記コンテンツ識別情報により識別される上記コン
テンツデータを上記ユーザに購入させるための所定のオブジェクトを上記コンテンツ関連
情報に対応させて上記所定の表示部に表示させることとしてもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように、本発明によれば、第１クライアント装置により使用することがで
きるコンテンツデータを第２クライアント装置により使用するために、コンテンツデータ
を第１クライアント装置からサーバ装置にアップロードする手間を低減することが可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係る情報処理システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係るサーバ装置により保持されているコンテンツデータを他
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クライアント装置により使用する処理の流れを説明するための図である。
【図３】本発明の実施形態に係る第１クライアント装置により保持されている各種情報の
一例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る第１クライアント装置によりサーバ装置にコンテンツ識
別情報を登録する処理の流れを説明するための図である。
【図５】本発明の実施形態に係る第１クライアント装置によりサーバ装置にプレイリスト
を登録する処理の流れを説明するための図である。
【図６】本発明の実施形態に係るサーバ装置に登録されたプレイリストに従って第２クラ
イアント装置によりコンテンツデータを使用する処理の流れを説明するための図である。
【図７】本発明の実施形態に係る第１クライアント装置の機能構成を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に係るサーバ装置の機能構成を示す図である。
【図９】本発明の実施形態に係る第２クライアント装置の機能構成を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るサーバ装置により保持されているコンテンツデータに
関連する情報がクライアント装置により表示される場合の表示例を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態に係るクライアント装置により使用できないコンテンツデー
タを購入させるためのオブジェクトが配置された画面例（その１）を示す図である。
【図１２】本発明の実施形態に係るクライアント装置により使用できないコンテンツデー
タを購入させるためのオブジェクトが配置された画面例（その２）を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態に係るクライアント装置を介してユーザにより購入される予
定のコンテンツデータの表示例を示す図である。
【図１４】本発明の実施形態に係る第１クライアント装置により実行される処理の流れを
示すフローチャートの一例である。
【図１５】本発明の実施形態に係るサーバ装置により実行される処理（その１）の流れを
示すフローチャートの一例である。
【図１６】本発明の実施形態に係る第２クライアント装置により実行される処理の流れを
示すフローチャートの一例である。
【図１７】本発明の実施形態に係るサーバ装置により実行される処理（その２）の流れを
示すフローチャートの一例である。
【図１８】本発明の実施形態に係るクライアント装置により実行されるコンテンツデータ
購入処理の流れを示すフローチャートの一例である。
【図１９】本発明の実施形態に係るサーバ装置のハードウェア構成の一例を示す図である
。
【図２０】本発明の実施形態に係るクライアント装置のハードウェア構成の一例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付すことにより重複説明を省略する。
【００２５】
　また、以下の順序にしたがって当該「発明を実施するための形態」を説明する。
　　１．実施形態
　　　１－１．　情報処理システムの構成
　　　１－２．　コンテンツデータを他クライアント装置により使用する処理
　　　１－３．　第１クライアント装置により保持されている各種情報の一例
　　　１－４．　第１クライアント装置によりコンテンツ識別情報を登録する処理
　　　１－５．　第１クライアント装置によりプレイリストを登録する処理
　　　１－６．　第２クライアント装置によりコンテンツデータを使用する処理
　　　１－７．　第１クライアント装置の機能構成
　　　１－８．　サーバ装置の機能構成
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　　　１－９．　第２クライアント装置の機能構成
　　　１－１０．コンテンツデータに関連する情報の表示例
　　　１－１１．コンテンツデータを購入させるための画面例（その１）
　　　１－１２．コンテンツデータを購入させるための画面例（その２）
　　　１－１３．ユーザにより購入される予定のコンテンツデータの表示例
　　　１－１４．第１クライアント装置により実行される処理
　　　１－１５．サーバ装置により実行される処理（その１）
　　　１－１６．第２クライアント装置により実行される処理
　　　１－１７．サーバ装置により実行される処理（その２）
　　　１－１８．クライアント装置により実行されるコンテンツデータ購入処理
　　　１－１９．サーバ装置のハードウェア構成の一例
　　　１－２０．クライアント装置のハードウェア構成の一例
　　２．変形例
　　３．まとめ
【００２６】
　＜１．実施形態＞
　　［１－１．情報処理システムの構成］
　図１は、本発明の実施形態に係る情報処理システムの構成を示す図である。図１を参照
しながら、本発明の実施形態に係る情報処理システムの構成について説明する。
【００２７】
　図１に示すように、本発明の実施形態に係る情報処理システム１０は、少なくとも、ク
ライアント装置１００の一例としての第１クライアント装置１００Ａ１と、クライアント
装置１００の一例としての第２クライアント装置１００Ａ２と、サーバ装置２００とを含
むものである。第１クライアント装置１００Ａ１とサーバ装置２００とはネットワーク３
００を介して通信可能にされている。同様に、クライアント装置１００の一例としての第
２クライアント装置１００Ａ２とサーバ装置２００とはネットワーク３００を介して通信
可能にされている。
【００２８】
　第１クライアント装置１００Ａ１と第２クライアント装置１００Ａ２とは、同一のユー
ザ（以下、「ユーザＡ」と言う。）により使用されるものである。なお、ここでは、ユー
ザＡにより使用されるクライアント装置１００は、第１クライアント装置１００Ａ１と第
２クライアント装置１００Ａ２との２台であるものとして説明を続けるが、ユーザＡによ
り使用されるクライアント装置１００の台数は、２台に限定されるものではなく、複数台
であればよい。
【００２９】
　また、本発明の実施形態では、情報処理システム１０は、クライアント装置１００の一
例としての他クライアント装置１００Ｂを含んでいるものとする。他クライアント装置１
００Ｂは、ユーザＡ以外のユーザ（以下、「ユーザＢ」と言う。）により使用されるもの
であり、他クライアント装置１００Ｂとサーバ装置２００とは、同様に、ネットワーク３
００を介して通信可能にされている。しかしながら、情報処理システム１０は、他クライ
アント装置１００Ｂを含んでいないこととしてもよい。
【００３０】
　一般的には、ユーザＡは、第１クライアント装置１００Ａ１により使用していたコンテ
ンツデータを第２クライアント装置１００Ａ２により使用する前に、第１クライアント装
置１００Ａ１からサーバ装置２００にコンテンツデータをアップロードするための操作を
行う必要がある。したがって、ユーザＡにはその操作のための手間が掛かってしまうのが
一般的である。本発明の実施形態では、第１クライアント装置１００Ａ１により使用する
ことができるコンテンツデータを第２クライアント装置１００Ａ２により使用するために
、コンテンツデータを第１クライアント装置１００Ａ１からサーバ装置２００にアップロ
ードする手間を低減することが可能な技術について詳細に説明する。



(11) JP 2012-113695 A 2012.6.14

10

20

30

40

50

【００３１】
　　［１－２．コンテンツデータを他クライアント装置により使用する処理］
　図２は、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００により保持されているコンテンツデ
ータを他クライアント装置１００Ｂにより使用する処理の流れを説明するための図である
。図２を参照しながら、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００により保持されている
コンテンツデータを他クライアント装置１００Ｂにより使用する処理の流れについて説明
する。
【００３２】
　図２に示すように、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００は、コンテンツデータＣ
とコンテンツデータＣを識別するためのコンテンツ識別情報Ｉとを記憶している。コンテ
ンツ識別情報Ｉは、コンテンツデータＣを識別するための情報であればどのような情報で
あってもよい。例えば、コンテンツ識別情報Ｉは、コンテンツデータＣに一意に割り当て
られたＩＤや、コンテンツデータＣのタイトル、出演者名、ジャンルなどであってもよい
。
【００３３】
　また、サーバ装置２００は、ユーザごとの登録情報であるユーザ別登録情報Ｔを記憶す
ることが可能である。図２に示した例では、ユーザ別登録情報Ｔとして、他クライアント
装置１００Ｂを使用するユーザＢの登録情報であるユーザ別登録情報ＴＢがサーバ装置２
００に事前に登録されている。
【００３４】
　ユーザ別登録情報ＴＢは、少なくとも、ユーザ識別情報ＵＢと送信可能コンテンツ情報
ＭＢとが対応付けられてなる情報である。ユーザ識別情報ＵＢは、ユーザＢを識別するた
めの情報であればどのような情報であってもよい。例えば、ユーザ識別情報ＵＢは、ユー
ザＢに一意に割り当てられたＩＤや、ユーザＢの名前などであってもよい。送信可能コン
テンツ情報ＭＢは、サーバ装置２００が他クライアント装置１００Ｂに対して送信するこ
とが可能なコンテンツデータＣを識別するための情報である。その他、ユーザ別登録情報
ＴＢは、ユーザ識別情報ＵＢに対応付けられたプレイリストＰ１を含んでいてもよい。プ
レイリストＰ１は、複数のコンテンツ識別情報Ｉを再生順に並べてなる情報である。
【００３５】
　ここで、例えば、他クライアント装置１００Ｂを使用するユーザＢによる所定の操作に
より、他クライアント装置１００Ｂがユーザ識別情報ＵＢとコンテンツ識別情報Ｉ４とを
含むコンテンツ送信要求をサーバ装置２００に送信したとする。サーバ装置２００は、他
クライアント装置１００Ｂからこのコンテンツ送信要求を受信すると、コンテンツ送信要
求に含まれるユーザ識別情報ＵＢに対応付けられて登録されている送信可能コンテンツ情
報ＭＢを参照する。そして、サーバ装置２００は、コンテンツ送信要求に含まれるコンテ
ンツ識別情報Ｉ４が送信可能コンテンツ情報ＭＢに登録されているか否かを判断する。
【００３６】
　図２に示すように、コンテンツ識別情報Ｉ４がユーザ別登録情報ＴＢの送信可能コンテ
ンツ情報ＭＢに登録されている場合には、サーバ装置２００は、コンテンツ送信要求に対
する応答として、コンテンツ識別情報Ｉ４により識別されるコンテンツデータＣ４を他ク
ライアント装置１００Ｂに送信する。コンテンツ識別情報Ｉ４がユーザ別登録情報ＴＢの
送信可能コンテンツ情報ＭＢに登録されていない場合には、サーバ装置２００は、コンテ
ンツ送信要求に対する応答として、コンテンツ識別情報Ｉ４により識別されるコンテンツ
データＣ４を他クライアント装置１００Ｂに送信することを原則として禁止することがで
きる。
【００３７】
　図２を参照して説明したように、ユーザＢについてのユーザ別登録情報ＴＢが事前に登
録されており、ユーザ別登録情報ＴＢの送信可能コンテンツ情報ＭＢとしてコンテンツ識
別情報Ｉ４が登録されているとする。かかる場合には、他クライアント装置１００Ｂは、
ユーザ識別情報ＵＢとコンテンツ識別情報Ｉ４とを含むコンテンツ送信要求をサーバ装置
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２００に送信すると、他クライアント装置１００Ｂは、コンテンツ識別情報Ｉ４により識
別されるコンテンツデータＣ４を受信することができる。
【００３８】
　他方、ユーザ別登録情報ＴＢの送信可能コンテンツ情報ＭＢとしてコンテンツ識別情報
Ｉ４が登録されていないとする。かかる場合には、他クライアント装置１００Ｂは、ユー
ザ識別情報ＵＢとコンテンツ識別情報Ｉ４とを含むコンテンツ送信要求をサーバ装置２０
０に送信すると、他クライアント装置１００Ｂは、コンテンツ識別情報Ｉ４により識別さ
れるコンテンツデータＣ４を受信することができない。
【００３９】
　　［１－３．第１クライアント装置により保持されている各種情報の一例］
　図３は、本発明の実施形態に係る第１クライアント装置１００Ａ１により保持されてい
る各種情報の一例を示す図である。図３を参照しながら、本発明の実施形態に係る第１ク
ライアント装置１００Ａ１により保持されている各種情報の一例について説明する。
【００４０】
　図３に示すように、本発明の実施形態に係る第１クライアント装置１００Ａ１は、コン
テンツデータＣとコンテンツデータＣを識別するためのコンテンツ識別情報Ｉとを記憶し
ている。また、第１クライアント装置１００Ａ１は、自身を使用するユーザＡを識別する
ためのユーザ識別情報ＵＡを記憶することができる。ユーザ識別情報ＵＡは、ユーザＡを
識別するための情報であればどのような情報であってもよい。例えば、ユーザ識別情報Ｕ
Ａは、ユーザＡに一意に割り当てられたＩＤや、ユーザＡの名前などであってもよい。ユ
ーザ識別情報ＵＡは、第１クライアント装置１００Ａ１により事前に登録されていること
としてもよいし、必要性が生じた場合にユーザＡが第１クライアント装置１００Ａ１に入
力することとしてもよい。
【００４１】
　また、第１クライアント装置１００Ａ１は、プレイリストＰを記憶することが可能であ
る。図３に示した例では、プレイリストＰとして、プレイリストＰ２とプレイリストＰ３
とが第１クライアント装置１００Ａ１に事前に登録されている。プレイリストＰは、複数
のコンテンツ識別情報Ｉを再生順に並べてなる情報である。
【００４２】
　　［１－４．第１クライアント装置によりコンテンツ識別情報を登録する処理］
　図４は、本発明の実施形態に係る第１クライアント装置１００Ａ１によりサーバ装置２
００にコンテンツ識別情報Ｉを登録する処理の流れを説明するための図である。図４を参
照しながら、本発明の実施形態に係る第１クライアント装置１００Ａ１によりサーバ装置
２００にコンテンツ識別情報Ｉを登録する処理の流れについて説明する。
【００４３】
　例えば、第１クライアント装置１００Ａ１を使用するユーザＡによる所定の操作により
、第１クライアント装置１００Ａ１がユーザ識別情報ＵＡとコンテンツ識別情報Ｉ１～Ｉ
２０とを含む登録要求をサーバ装置２００に送信したとする。サーバ装置２００は、第１
クライアント装置１００Ａ１からこの登録要求を受信すると、登録要求に含まれるコンテ
ンツ識別情報Ｉ１～Ｉ２０がサーバ装置２００に登録されているか否かを判断する。すな
わち、サーバ装置２００は、登録要求に含まれるコンテンツ識別情報Ｉ１～Ｉ２０とサー
バ装置２００に登録されているコンテンツ識別情報Ｉとの間においてマッチングを行う。
【００４４】
　図２に示したようなコンテンツ識別情報Ｉがサーバ装置２００に登録されているとする
と、サーバ装置２００は、登録要求に含まれるコンテンツ識別情報Ｉ１～Ｉ２０のうちで
、コンテンツ識別情報Ｉ１、Ｉ３、Ｉ７、Ｉ８、Ｉ１０～Ｉ１５、Ｉ１７、Ｉ２０がサー
バ装置２００に登録されていないと判断する。すなわち、サーバ装置２００は、登録要求
に含まれるコンテンツ識別情報Ｉ１～Ｉ２０のうちで、コンテンツ識別情報Ｉ１、Ｉ３、
Ｉ７、Ｉ８、Ｉ１０～Ｉ１５、Ｉ１７、Ｉ２０については、サーバ装置２００に登録され
ているコンテンツ識別情報Ｉと不一致であったと判断する。かかる場合には、サーバ装置
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２００は、コンテンツ識別情報Ｉ１、Ｉ３、Ｉ７、Ｉ８、Ｉ１０～Ｉ１５、Ｉ１７、Ｉ２
０とユーザ識別情報ＵＡとが対応付けられてなるユーザ別登録情報ＴＡをユーザ別登録情
報Ｔに原則として登録しないこととする。
【００４５】
　他方、図２に示したようなコンテンツ識別情報Ｉがサーバ装置２００に登録されている
とすると、サーバ装置２００は、登録要求に含まれるコンテンツ識別情報Ｉ１～Ｉ２０の
うちで、コンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ５、Ｉ６、Ｉ９、Ｉ１６がサーバ装置２００
に登録されていると判断する。すなわち、サーバ装置２００は、登録要求に含まれるコン
テンツ識別情報Ｉ１～Ｉ２０のうちで、コンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ５、Ｉ６、Ｉ
９、Ｉ１６については、サーバ装置２００に登録されているコンテンツ識別情報Ｉと一致
したと判断する。かかる場合には、サーバ装置２００は、コンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４
、Ｉ５、Ｉ６、Ｉ９、Ｉ１６とユーザ識別情報ＵＡとが対応付けられてなるユーザ別登録
情報ＴＡをユーザ別登録情報Ｔに登録することとする。
【００４６】
　　［１－５．第１クライアント装置によりプレイリストを登録する処理］
　図５は、本発明の実施形態に係る第１クライアント装置１００Ａ１によりサーバ装置２
００にプレイリストを登録する処理の流れを説明するための図である。図５を参照しなが
ら、本発明の実施形態に係る第１クライアント装置１００Ａ１によりサーバ装置２００に
プレイリストを登録する処理の流れについて説明する。
【００４７】
　例えば、第１クライアント装置１００Ａ１を使用するユーザＡによる所定の操作により
、第１クライアント装置１００Ａ１がユーザ識別情報ＵＡとプレイリストＰ２、Ｐ３とを
含む登録要求をサーバ装置２００に送信したとする。サーバ装置２００は、第１クライア
ント装置１００Ａ１からこの登録要求を受信すると、登録要求に含まれるプレイリストＰ
２に含まれるコンテンツ識別情報Ｉ１、Ｉ６、Ｉ１１が、登録要求に含まれるユーザ識別
情報ＵＡに対応する送信可能コンテンツ情報ＭＡに登録されているか否かを判断する。す
なわち、サーバ装置２００は、登録要求に含まれるプレイリストＰ２に含まれるコンテン
ツ識別情報Ｉ１、Ｉ６、Ｉ１１と登録要求に含まれるユーザ識別情報ＵＡに対応する送信
可能コンテンツ情報ＭＡとの間においてマッチングを行う。
【００４８】
　図４に示したような送信可能コンテンツ情報ＭＡがサーバ装置２００に登録されている
とすると、サーバ装置２００は、登録要求に含まれるプレイリストＰ２に含まれるコンテ
ンツ識別情報Ｉ１、Ｉ６、Ｉ１１のうちで、コンテンツ識別情報Ｉ１、Ｉ１１が送信可能
コンテンツ情報ＭＡに登録されていないと判断する。すなわち、サーバ装置２００は、登
録要求に含まれるプレイリストＰ２に含まれるコンテンツ識別情報Ｉ１、Ｉ６、Ｉ１１の
うちで、コンテンツ識別情報Ｉ１、Ｉ１１については、サーバ装置２００に登録されてい
る送信可能コンテンツ情報ＭＡと不一致であったと判断する。かかる場合には、サーバ装
置２００は、コンテンツ識別情報Ｉ１、Ｉ１１をユーザ別登録情報Ｔに原則として登録し
ないこととする。
【００４９】
　他方、図４に示したような送信可能コンテンツ情報ＭＡがサーバ装置２００に登録され
ているとすると、サーバ装置２００は、登録要求に含まれるプレイリストＰ２に含まれる
コンテンツ識別情報Ｉ１、Ｉ６、Ｉ１１のうちで、コンテンツ識別情報Ｉ６がサーバ装置
２００に登録されていると判断する。すなわち、サーバ装置２００は、登録要求に含まれ
るプレイリストＰ２に含まれるコンテンツ識別情報Ｉ１、Ｉ６、Ｉ１１のうちで、コンテ
ンツ識別情報Ｉ６については、サーバ装置２００に登録されている送信可能コンテンツ情
報ＭＡと一致したと判断する。かかる場合には、サーバ装置２００は、プレイリストＰ２
にコンテンツ識別情報Ｉ６を残した（コンテンツ識別情報Ｉ１、Ｉ１１を除外した）プレ
イリストＰ２とユーザ識別情報ＵＡとが対応付けられてなるユーザ別登録をユーザ別登録
情報Ｔに登録する。
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【００５０】
　同様に、サーバ装置２００は、第１クライアント装置１００Ａ１からこの登録要求を受
信すると、登録要求に含まれるプレイリストＰ３に含まれるコンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ
４、Ｉ７、Ｉ１６が、登録要求に含まれるユーザ識別情報ＵＡに対応する送信可能コンテ
ンツ情報ＭＡに登録されているか否かを判断する。すなわち、サーバ装置２００は、登録
要求に含まれるプレイリストＰ３に含まれるコンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ７、Ｉ１
６と登録要求に含まれるユーザ識別情報ＵＡに対応する送信可能コンテンツ情報ＭＡとの
間においてマッチングを行う。
【００５１】
　図４に示したような送信可能コンテンツ情報ＭＡがサーバ装置２００に登録されている
とすると、サーバ装置２００は、登録要求に含まれるプレイリストＰ３に含まれるコンテ
ンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ７、Ｉ１６のうちで、コンテンツ識別情報Ｉ７が送信可能コ
ンテンツ情報ＭＡに登録されていないと判断する。すなわち、サーバ装置２００は、登録
要求に含まれるプレイリストＰ３に含まれるコンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ７、Ｉ１
６のうちで、コンテンツ識別情報Ｉ７については、サーバ装置２００に登録されている送
信可能コンテンツ情報ＭＡと不一致であったと判断する。かかる場合には、サーバ装置２
００は、コンテンツ識別情報Ｉ７をユーザ別登録情報Ｔに原則として登録しないこととす
る。
【００５２】
　他方、図４に示したような送信可能コンテンツ情報ＭＡがサーバ装置２００に登録され
ているとすると、サーバ装置２００は、登録要求に含まれるプレイリストＰ３に含まれる
コンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ７、Ｉ１６のうちで、コンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４
、Ｉ１６がサーバ装置２００に登録されていると判断する。すなわち、サーバ装置２００
は、登録要求に含まれるプレイリストＰ３に含まれるコンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ
７、Ｉ１６のうちで、コンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ１６については、サーバ装置２
００に登録されている送信可能コンテンツ情報ＭＡと一致したと判断する。かかる場合に
は、サーバ装置２００は、プレイリストＰ３にコンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ１６を
残した（コンテンツ識別情報Ｉ７を除外した）プレイリストＰ３とユーザ識別情報ＵＡと
が対応付けられてなるユーザ別登録をユーザ別登録情報Ｔに登録する。
【００５３】
　なお、図５に示した例では、サーバ装置２００は、登録要求に含まれるプレイリストＰ
２、Ｐ３と送信可能コンテンツ情報ＭＡとの間においてマッチングを行うこととしたが、
マッチングの手法はこれに限定されるものではない。例えば、サーバ装置２００は、登録
要求に含まれるプレイリストＰ２、Ｐ３とサーバ装置２００に登録されているコンテンツ
識別情報Ｉとの間においてマッチングを行うこととしてもよい。また、サーバ装置２００
は、マッチングを行わずに、登録要求に含まれるユーザ識別情報ＵＡとプレイリストＰ２
、Ｐ３とが対応付けられてなる情報を、そのままユーザ別登録情報Ｔに登録することとし
てもよい。
【００５４】
　　［１－６．第２クライアント装置によりコンテンツデータを使用する処理］
　図６は、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００に登録されたプレイリストに従って
第２クライアント装置１００Ａ２によりコンテンツデータを使用する処理の流れを説明す
るための図である。図６を参照しながら、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００に登
録されたプレイリストに従って第２クライアント装置１００Ａ２によりコンテンツデータ
を使用する処理の流れについて説明する。
【００５５】
　図４および図５に示した登録処理が行われた結果、図６に示すように、本発明の実施形
態に係るサーバ装置２００は、ユーザ識別情報ＵＡと送信可能コンテンツ情報ＭＡとプレ
イリストＰ２、Ｐ３とが対応付けられてなる情報を記憶している。
【００５６】
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　ここで、例えば、第２クライアント装置１００Ａ２を使用するユーザＡによる所定の操
作により、第２クライアント装置１００Ａ２がユーザ識別情報ＵＡとプレイリストＰ３を
識別するための情報とを含むコンテンツ送信要求をサーバ装置２００に送信したとする。
サーバ装置２００は、第２クライアント装置１００Ａ２からこのコンテンツ送信要求を受
信すると、コンテンツ送信要求に含まれるユーザ識別情報ＵＡに対応付けられて登録され
ているプレイリストＰを参照する。そして、サーバ装置２００は、コンテンツ送信要求に
含まれるプレイリストＰ３を識別するための情報により識別されるプレイリストＰ３から
コンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ１６を取得する。
【００５７】
　続いて、サーバ装置２００は、取得したコンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ１６により
識別されるコンテンツデータＣ２、Ｃ４、Ｃ１６をコンテンツデータＣから取得し、取得
したコンテンツデータＣ２、Ｃ４、Ｃ１６を順次に第２クライアント装置１００Ａ２に送
信する。第２クライアント装置１００Ａ２は、コンテンツデータＣ２、Ｃ４、Ｃ１６を順
次に受信すると、例えば、受信した順にコンテンツデータＣ２、Ｃ４、Ｃ１６をストリー
ム再生することができる。
【００５８】
　図６を参照しながら、第２クライアント装置１００Ａ２が、プレイリストＰ３に含まれ
るコンテンツ識別情報Ｉ２、Ｉ４、Ｉ１６を順次に受信してストリーム再生を行う例につ
いて説明したが、第２クライアント装置１００Ａ２は、コンテンツ識別情報Ｉを直接的に
サーバ装置２００に送信することとしてもよい。かかる場合には、例えば、第２クライア
ント装置１００Ａ２は、ユーザ識別情報ＵＡとコンテンツ識別情報Ｉとを含むコンテンツ
送信要求をサーバ装置２００に送信する。
【００５９】
　サーバ装置２００は、第２クライアント装置１００Ａ２からこのコンテンツ送信要求を
受信すると、コンテンツ送信要求に含まれるユーザ識別情報ＵＡに対応付けられて登録さ
れている送信可能コンテンツ情報ＭＡを参照する。そして、サーバ装置２００は、コンテ
ンツ送信要求に含まれるコンテンツ識別情報Ｉにより識別されるコンテンツデータＣを取
得する。続いて、サーバ装置２００は、取得したコンテンツ識別情報Ｉにより識別される
コンテンツデータＣを取得し、取得したコンテンツデータＣを第２クライアント装置１０
０Ａ２に送信する。第２クライアント装置１００Ａ２は、コンテンツデータＣを受信する
と、例えば、コンテンツデータＣをストリーム再生することができる。
【００６０】
　なお、ここでは、第２クライアント装置１００Ａ２がサーバ装置２００から受信したコ
ンテンツデータＣをストリーム再生する例について説明したが、第２クライアント装置１
００Ａ２は、サーバ装置２００から受信したコンテンツデータＣを必ずしもストリーム再
生しなくてもよい。第２クライアント装置１００Ａ２は、サーバ装置２００から受信した
コンテンツデータＣを保持し、オフラインにより再生することも可能である。
【００６１】
　図３～６を参照して説明したように、ユーザＡについてのユーザ別登録情報ＴＡを第１
クライアント装置１００Ａ１によりサーバ装置２００に登録することができる。ユーザ別
登録情報ＴＡの送信可能コンテンツ情報ＭＡとしてコンテンツ識別情報Ｉ２が登録されて
いるとする。かかる場合には、第２クライアント装置１００Ａ２は、ユーザ識別情報ＵＡ
とコンテンツ識別情報Ｉ２とを含むコンテンツ送信要求をサーバ装置２００に送信すると
、第２クライアント装置１００Ａ２は、コンテンツ識別情報Ｉ２により識別されるコンテ
ンツデータＣ２を受信することができる。
【００６２】
　他方、第１クライアント装置１００Ａ１は、ユーザ別登録情報ＴＡの送信可能コンテン
ツ情報ＭＡとしてコンテンツ識別情報Ｉ３を登録しないこととすることができる。かかる
場合には、第２クライアント装置１００Ａ２は、ユーザ識別情報ＵＡとコンテンツ識別情
報Ｉ３とを含むコンテンツ送信要求をサーバ装置２００に送信すると、第２クライアント
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装置１００Ａ２は、コンテンツ識別情報Ｉ３により識別されるコンテンツデータＣ３を受
信することができない。
【００６３】
　本発明の実施形態によれば、第１クライアント装置１００Ａ１により使用することがで
きるコンテンツデータＣを識別するためのコンテンツ識別情報Ｉをサーバ装置２００に登
録することができる。第１クライアント装置１００Ａ１を使用するユーザＡが、第２クラ
イアント装置１００Ａ２も使用することができる場合、第２クライアント装置１００Ａ２
は、第１クライアント装置１００Ａ１により登録したコンテンツ識別情報Ｉにより識別さ
れるコンテンツデータＣについては、サーバ装置２００からダウンロードすることができ
る。これにより、第２クライアント装置１００Ａ２により使用するために、コンテンツデ
ータＣを第１クライアント装置１００Ａ１からサーバ装置２００にアップロードする手間
を低減することが可能となる。
【００６４】
　また、第１クライアント装置１００Ａ１と第２クライアント装置１００Ａ２との間では
、コンテンツデータを使用するに際して使用されるプロトコルが異なる場合などが想定さ
れる。かかる場合においては、第１クライアント装置１００Ａ１から第２クライアント装
置１００Ａ２にコンテンツデータを直接的に送信すると、第２クライアント装置１００Ａ
２は、第１クライアント装置１００Ａ１から送信されたコンテンツデータを自身が使用す
るプロトコルに適したコンテンツデータに変換する必要が生じる。本発明の実施形態によ
れば、クライアント装置１００が使用するプロトコルに従ったコンテンツデータＣを事前
にサーバ装置２００に登録しておくことができるので、例えば、第２クライアント装置１
００Ａ２が、自身に適した形式にコンテンツデータＣを変換しなくて済むという利点もあ
る。
【００６５】
　　［１－７．第１クライアント装置の機能構成］
　図７は、本発明の実施形態に係る第１クライアント装置１００Ａ１の機能構成を示す図
である。図７を参照しながら、本発明の実施形態に係る第１クライアント装置１００Ａ１
の機能構成について説明する。
【００６６】
　図７に示すように、第１クライアント装置１００Ａ１は、少なくとも、記憶部１１１と
、制御部１１２と、送信部１１３とを備えるものである。また、第１クライアント装置１
００Ａ１は、必要に応じて、受信部１１４、入力部１１５、出力部１１６、再生部１１７
などを備えるものである。
【００６７】
　記憶部１１１は、コンテンツデータ、プレイリストなどを記憶しておくことが可能であ
り、記憶部１１１が記憶しているコンテンツデータは、制御部１１２により取得され得る
。また、記憶部１１１には、制御部１１２によりコンテンツデータが登録され得ることと
することもできる。記憶部１１１へのコンテンツデータの登録は、例えば、入力部１１５
を介してユーザＡから入力された操作に基づいて、制御部１１２により制御される。記憶
部１１１に登録されるコンテンツデータは、受信部１１４により受信されたものであって
もよいし、入力部１１５を介して入力されたものであってもよい。記憶部１１１は、例え
ば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）などといった記憶装置により構成される
。
【００６８】
　制御部１１２は、記憶部１１１により記憶されているコンテンツデータを識別するため
のコンテンツ識別情報を取得する機能を有するものである。記憶部１１１により記憶され
ているコンテンツデータを識別するためのコンテンツ識別情報を取得する手法については
、様々なものが想定され、特に限定されるものではない。例えば、コンテンツ識別情報が
記憶部１１１により記憶されているコンテンツデータに付加されている場合には、コンテ
ンツデータに付加されているコンテンツ識別情報を取得することができる。また、例えば
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、コンテンツデータの一部または全部を解析して得られた解析結果が入力されると、その
解析結果に基づいて当該コンテンツデータを識別するためのコンテンツ識別情報を出力す
る所定のサーバを使用して、コンテンツ識別情報を取得することもできる。
【００６９】
　制御部１１２は、その他、第１クライアント装置１００Ａ１内の各機能ブロックの動作
を制御する機能を有するものである。制御部１１２は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）などにより構成され、ＣＰＵが記憶部１１１によって記憶されているプログラムを
ＲＡＭに展開して実行することによりその機能が実現されるものである。しかし、このよ
うな構成に限らず、制御部１１２は、専用のハードウェアにより構成されることとしても
よい。
【００７０】
　送信部１１３は、自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報と制御部１
１２により取得されたコンテンツ識別情報とを含む登録要求をサーバ装置２００に送信す
る機能を有するものである。そして、送信部１１３は、登録要求に含まれるコンテンツ識
別情報により識別されるコンテンツデータをサーバ装置２００が保持している場合に、登
録要求に含まれるユーザ識別情報およびコンテンツ識別情報が対応付けられてなる情報を
ユーザ別登録情報としてサーバ装置２００に保持させる機能を有するものである。これに
より、第１クライアント装置１００Ａ１が保持しているコンテンツデータであり、かつ、
サーバ装置２００が保持しているコンテンツデータについては、サーバ装置２００から第
２クライアント装置１００Ａ２にダウンロードできることになる。送信部１１３は、例え
ば、通信装置により構成されるものである。
【００７１】
　登録要求に含まれるコンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータをサーバ装
置２００が保持していない場合も想定される。かかる場合において、送信部１１３がどの
ように処理を行うかについても様々なものが想定される。例えば、送信部１１３は、登録
要求に含まれるコンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータをサーバ装置２０
０が保持していない場合に、サーバ装置２００による上記ユーザ別登録情報の保持を禁止
させることとすることができる。これにより、第１クライアント装置１００Ａ１が保持し
ているコンテンツデータであるが、サーバ装置２００が保持していないコンテンツデータ
については、サーバ装置２００から第２クライアント装置１００Ａ２にダウンロードでき
ないことになる。
【００７２】
　また、例えば、送信部１１３は、登録要求に含まれるコンテンツ識別情報により識別さ
れるコンテンツデータをサーバ装置２００が保持していない場合に、ユーザ別登録情報を
サーバ装置２００に保持させることもできる。それとともに、送信部１１３は、記憶部１
１１により記憶されているコンテンツデータをサーバ装置２００に送信し、コンテンツデ
ータをサーバ装置２００に保持させることもできる。これにより、第１クライアント装置
１００Ａ１が保持しているコンテンツデータであるが、サーバ装置２００が保持していな
いコンテンツデータについては、第１クライアント装置１００Ａ１からサーバ装置２００
にアップロードし、第２クライアント装置１００Ａ２にダウンロードさせることができる
ようになる。
【００７３】
　記憶部１１１は、プレイリストをさらに記憶しておくこともできる。かかる場合、制御
部１１２は、記憶部１１１により記憶されているプレイリストを取得し、送信部１１３は
、プレイリストをさらにサーバ装置２００に送信することもできる。続いて、送信部１１
３は、プレイリストからユーザ別登録情報に含まれていないコンテンツ識別情報を除外し
たリストを、登録要求に含まれるユーザ識別情報に対応付けてサーバ装置２００に保持さ
せることもできる。プレイリストからユーザ別登録情報に含まれていないコンテンツ識別
情報を除外したリストを登録することにより、サーバ装置２００からダウンロードできる
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コンテンツデータを識別するためのコンテンツ識別情報のみをプレイリストとしてサーバ
装置２００に登録することができる。
【００７４】
　しかしながら、必ずしもサーバ装置２００からダウンロードできるコンテンツデータを
識別するためのコンテンツ識別情報のみをプレイリストとしてサーバ装置２００に登録し
なくてはならない訳ではない。例えば、送信部１１３は、記憶部１１１により記憶されて
いるプレイリストを無条件にサーバ装置２００に保持させることもできる。すなわち、制
御部１１２は、記憶部１１１により記憶されているプレイリストを取得し、送信部１１３
は、プレイリストをさらにサーバ装置２００に送信し、プレイリストをユーザ識別情報に
対応付けてサーバ装置２００に保持させることもできる。あるいは、送信部１１３は、サ
ーバ装置２００が保持しているコンテンツ識別情報に含まれていないコンテンツ識別情報
をプレイリストから除外したリストを、登録要求に含まれるユーザ識別情報に対応付けて
サーバ装置２００に保持させることもできる。
【００７５】
　受信部１１４は、ネットワーク３００を介してサーバ装置２００から各種情報を受信す
る機能を有するものである。受信部１１４は、例えば、入力部１１５を介して入力された
操作に基づいて制御部１１２により生成された各種要求が、送信部１１３により送信され
た場合、各種要求に対する応答をサーバ装置２００から受信する機能を有する。また、上
記したように、受信部１１４は、記憶部１１１に記憶させるためのコンテンツデータを受
信することもできる。また、サーバ装置２００から受信したコンテンツデータを、制御部
１１２による制御に基づいて、再生部１１７により再生することもできる。受信部１１４
は、例えば、通信装置により構成されるものである。
【００７６】
　入力部１１５は、ユーザからの操作を受け付け、操作信号として制御部１１２に出力す
る機能を有するものである。入力部１１５は、例えば、入力装置により構成されるもので
ある。例えば、入力部１１５を介して入力された操作に基づいて、制御部１１２により各
種要求が生成され、制御部１１２により生成された各種要求は、送信部１１３によりサー
バ装置２００に送信される。
【００７７】
　出力部１１６は、制御部１１２による制御に基づいて、各種情報や各種要求を出力する
機能を有するものである。また、出力部１１６は、再生部１１７により再生されたコンテ
ンツデータを出力する機能を有するものである。例えば、コンテンツデータが音声データ
である場合には、出力部１１６は、音声出力装置により構成されることとし、その音声出
力装置が音声データに基づいて音声を出力することとすればよい。例えば、コンテンツデ
ータが画像データである場合には、出力部１１６は、表示装置により構成されることとし
、その表示装置が画像データに基づいて画像を出力することとすればよい。
【００７８】
　再生部１１７は、上記したように、サーバ装置２００から受信したコンテンツデータを
、制御部１１２による制御に基づいて再生することができる。例えば、再生部１１７は、
サーバ装置２００から受信したコンテンツデータをストリーム再生することができるが、
再生部１１７は、サーバ装置２００から受信したコンテンツデータを必ずしもストリーム
再生しなくてもよい。再生部１１７は、受信部１１４によりサーバ装置２００から受信さ
れたコンテンツデータを、オフラインにより再生することも可能である。
【００７９】
　　［１－８．サーバ装置の機能構成］
　図８は、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００の機能構成を示す図である。図８を
参照しながら、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００の機能構成について説明する。
【００８０】
　図８に示すように、サーバ装置２００は、少なくとも、記憶部２４０と、受信部２１０
と、制御部２２０とを備えるものである。また、第１クライアント装置１００Ａ１は、必
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要に応じて、送信部２３０などを備えるものである。
【００８１】
　記憶部２４０は、コンテンツデータ、ユーザ別登録情報などを記憶しておくことが可能
であり、記憶部２４０が記憶しているコンテンツデータは、制御部２２０により取得され
得る。また、記憶部２４０には、制御部２２０によりコンテンツデータが登録され得るこ
ととすることもできる。記憶部２４０へのコンテンツデータの登録は、例えば、制御部２
２０により制御される。サーバ装置２００は、主に、記憶部２４０により各種情報を記憶
することにより、各種情報を保持することができる。記憶部２４０に登録されるコンテン
ツデータは、受信部２１０により受信されたものであってもよい。記憶部２４０は、例え
ば、ＨＤＤなどといった記憶装置により構成される。
【００８２】
　受信部２１０は、ネットワーク３００を介して第１クライアント装置１００Ａ１や第２
クライアント装置１００Ａ２から各種情報や各種要求を受信する機能を有するものである
。受信部２１０は、例えば、ネットワーク３００を介して第１クライアント装置１００Ａ
１や第２クライアント装置１００Ａ２から各種要求を受信すると、制御部２２０に出力し
、各種要求に対する応答が制御部２２０により生成される。また、受信部２１０は、第１
クライアント装置１００Ａ１から登録情報を受信する機能を有する。受信部１１４は、例
えば、通信装置により構成されるものである。
【００８３】
　制御部２２０は、受信部２１０により受信された登録要求に含まれるコンテンツ識別情
報により識別されるコンテンツデータが記憶部２４０により記憶されている場合に、登録
要求に含まれるユーザ識別情報およびコンテンツ識別情報が対応付けられてなる情報をユ
ーザ別登録情報として記憶部２４０に記憶させる機能を有するものである。制御部２２０
は、例えば、ＣＰＵ、ＲＡＭなどにより構成され、ＣＰＵが記憶部２４０によって記憶さ
れているプログラムをＲＡＭに展開して実行することによりその機能が実現されるもので
ある。しかし、このような構成に限らず、制御部２２０は、専用のハードウェアにより構
成されることとしてもよい。
【００８４】
　送信部２３０は、制御部２２０による制御に基づいて、各種情報や各種応答を第１クラ
イアント装置１００Ａ１または第２クライアント装置１００Ａ２に対してネットワーク３
００を介して送信する機能を有するものである。送信部２３０は、例えば、通信装置によ
り構成されるものである。
【００８５】
　　［１－９．第２クライアント装置の機能構成］
　図９は、本発明の実施形態に係る第２クライアント装置１００Ａ２の機能構成を示す図
である。図９を参照しながら、本発明の実施形態に係る第２クライアント装置１００Ａ２
の機能構成について説明する。
【００８６】
　図９に示すように、第２クライアント装置１００Ａ２は、少なくとも、制御部１２２と
、送信部１２３と、受信部１２４とを備えるものである。また、第２クライアント装置１
００Ａ２は、必要に応じて、記憶部１２１、入力部１２５、出力部１２６、再生部１２７
などを備えるものである。
【００８７】
　制御部１２２は、自装置を使用するユーザにより指定されたコンテンツ識別情報を選択
情報として取得する機能を有するものである。制御部１２２は、例えば、入力部１２５を
介してユーザにより入力された操作により指定されたコンテンツ識別情報を選択情報とし
て取得することができる。制御部１２２は、その他、第２クライアント装置１００Ａ２内
の各機能ブロックの動作を制御する機能を有するものである。
【００８８】
　制御部１２２は、例えば、ＣＰＵ、ＲＡＭなどにより構成され、ＣＰＵが記憶部１２１
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によって記憶されているプログラムをＲＡＭに展開して実行することによりその機能が実
現されるものである。しかし、このような構成に限らず、制御部１２２は、専用のハード
ウェアにより構成されることとしてもよい。
【００８９】
　送信部１２３は、ユーザを識別するためのユーザ識別情報と制御部１２２により取得さ
れた選択情報とを含むコンテンツ送信要求をサーバ装置２００に送信する機能を有するも
のである。また、送信部１２３は、送信したコンテンツ送信要求に含まれるユーザ識別情
報および選択情報が対応付けられてなる情報をユーザ別登録情報としてサーバ装置２００
が保持している場合に、コンテンツ送信要求に対する応答として選択情報により識別され
るコンテンツデータの送信をサーバ装置２００に実行させる機能を有する。
【００９０】
　これにより、第１クライアント装置１００Ａ１が保持しているコンテンツデータであり
、かつ、サーバ装置２００が保持しているコンテンツデータについては、サーバ装置２０
０から第２クライアント装置１００Ａ２にダウンロードできることになる。サーバにより
送信されたコンテンツデータは、コンテンツ送信要求を送信した第２クライアント装置１
００Ａ２の受信部１２４により受信される。送信部１２３は、例えば、通信装置により構
成されるものである。
【００９１】
　受信部１２４は、ネットワーク３００を介してサーバ装置２００から各種情報を受信す
る機能を有するものである。受信部１２４は、例えば、入力部１２５を介して入力された
操作に基づいて制御部１２２により生成された各種要求が、送信部１２３により送信され
た場合、各種要求に対する応答をサーバ装置２００から受信する機能を有する。また、上
記したように、受信部１２４は、記憶部１２１に記憶させるためのコンテンツデータを受
信することもできる。また、サーバ装置２００から受信したコンテンツデータを、制御部
１２２による制御に基づいて、再生部１２７により再生することもできる。受信部１２４
は、例えば、通信装置により構成されるものである。
【００９２】
　コンテンツ送信要求に含まれるコンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータ
をサーバ装置２００が保持していない場合も想定される。かかる場合において、送信部１
１３がどのように処理を行うかについても様々なものが想定される。例えば、送信部１２
３は、コンテンツ送信要求に含まれる選択情報がコンテンツ識別情報としてユーザ識別情
報に対応付けられてサーバ装置２００により保持されていない場合に、サーバ装置２００
による選択情報により識別されるコンテンツデータの送信を禁止させることとすることが
できる。これにより、第１クライアント装置１００Ａ１が保持しているコンテンツデータ
であるが、サーバ装置２００が保持していないコンテンツデータについては、サーバ装置
２００から第２クライアント装置１００Ａ２にダウンロードできないことになる。
【００９３】
　第２クライアント装置１００Ａ２は、サーバ装置２００に登録要求を送信することによ
りユーザ別登録情報をサーバ装置２００に登録する機能を有していてもよい。かかる場合
、第２クライアント装置１００Ａ２は、コンテンツデータを記憶している記憶部１２１を
さらに備えればよい。そして、制御部１２２は、記憶部１２１により記憶されているコン
テンツデータを識別するためのコンテンツ識別情報を取得し、送信部１２３は、第２クラ
イアント装置１００Ａ２を使用するユーザＡを識別するためのユーザ識別情報と制御部１
２２により取得されたコンテンツ識別情報とを含む登録要求をサーバ装置２００に送信す
る。さらに、送信部１２３は、登録要求に含まれるコンテンツ識別情報により識別される
コンテンツデータをサーバ装置２００が保持している場合に、登録要求に含まれるユーザ
識別情報およびコンテンツ識別情報が対応付けられてなる情報をユーザ別登録情報として
サーバ装置２００に保持させればよい。
【００９４】
　記憶部１２１により記憶されているコンテンツデータを識別するためのコンテンツ識別
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情報を取得する手法については、様々なものが想定され、特に限定されるものではない。
例えば、コンテンツ識別情報が記憶部１２１により記憶されているコンテンツデータに付
加されている場合には、コンテンツデータに付加されているコンテンツ識別情報を取得す
ることができる。また、例えば、コンテンツデータの一部または全部を解析して得られた
解析結果が入力されると、その解析結果に基づいて当該コンテンツデータを識別するため
のコンテンツ識別情報を出力する所定のサーバを使用して、コンテンツ識別情報を取得す
ることもできる。
【００９５】
　記憶部１２１は、コンテンツデータ、プレイリストなどを記憶しておくことが可能であ
り、記憶部１２１が記憶しているコンテンツデータは、制御部１２２により取得され得る
。また、記憶部１２１には、制御部１２２によりコンテンツデータが登録され得ることと
することもできる。記憶部１２１へのコンテンツデータの登録は、例えば、入力部１２５
を介してユーザＡから入力された操作に基づいて、制御部１２２により制御される。記憶
部１２１に登録されるコンテンツデータは、受信部１２４により受信されたものであって
もよいし、入力部１２５を介して入力されたものであってもよい。記憶部１２１は、例え
ば、ＨＤＤなどといった記憶装置により構成される。
【００９６】
　第２クライアント装置１００Ａ２は、第１クライアント装置１００Ａ１と同様にサーバ
装置２００にユーザ別登録情報を登録することができることとしてもよいが、第２クライ
アント装置１００Ａ２は、第１クライアント装置１００Ａ１と異なる手法によりサーバ装
置２００にユーザ別登録情報を登録することができることとしてもよい。
【００９７】
　例えば、送信部１２３は、第２クライアント装置１００Ａ２を使用するユーザＡを識別
するためのユーザ識別情報と制御部１２２により取得されたコンテンツ識別情報とを含む
登録要求をサーバ装置２００に送信する。そして、送信部１２３は、登録要求に含まれる
コンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータをサーバ装置２００が保持してい
る場合に、サーバ装置２００により既に保持されているユーザ別登録情報を継続して保持
させるとともに登録要求に含まれているユーザ識別情報およびコンテンツ識別情報が対応
付けられてなる情報をユーザ別登録情報に追加させることとしてもよい。
【００９８】
　このようにユーザ別登録情報を登録することにより、送信部１２３は、サーバ装置２０
０に既に登録されているユーザ別登録情報を残しつつ、既に登録されているコンテンツ識
別情報と登録要求に含まれるコンテンツ識別情報との差分をサーバ装置２００に既に登録
されているユーザ別登録情報に追加することができる。例えば、ユーザＡが、ユーザ別登
録情報をサーバ装置２００に登録するための主な装置として第１クライアント装置１００
Ａ１を使用し、第２クライアント装置１００Ａ２についてはユーザ別登録情報をサーバ装
置２００に登録するための付随的な装置として使用する場合などに、このような登録手法
を採用すればよい。
【００９９】
　制御部１２２は、記憶部１２１により記憶されているプレイリストを取得し、送信部１
２３は、プレイリストをさらにサーバ装置２００に送信することもできる。続いて、送信
部１２３は、プレイリストからユーザ別登録情報に含まれていないコンテンツ識別情報を
除外したリストを、登録要求に含まれるユーザ識別情報に対応付けてサーバ装置２００に
保持させることもできる。プレイリストからユーザ別登録情報に含まれていないコンテン
ツ識別情報を除外したリストを登録することにより、サーバ装置２００からダウンロード
できるコンテンツデータを識別するためのコンテンツ識別情報のみをプレイリストとして
サーバ装置２００に登録することができる。
【０１００】
　しかしながら、必ずしもサーバ装置２００からダウンロードできるコンテンツデータを
識別するためのコンテンツ識別情報のみをプレイリストとしてサーバ装置２００に登録し
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なくてはならない訳ではない。例えば、送信部１２３は、記憶部１２１により記憶されて
いるプレイリストを無条件にサーバ装置２００に保持させることもできる。すなわち、制
御部１２２は、記憶部１２１により記憶されているプレイリストを取得し、送信部１２３
は、プレイリストをさらにサーバ装置２００に送信し、プレイリストをユーザ識別情報に
対応付けてサーバ装置２００に保持させることもできる。あるいは、送信部１２３は、サ
ーバ装置２００が保持しているコンテンツ識別情報に含まれていないコンテンツ識別情報
をプレイリストから除外したリストを、登録要求に含まれるユーザ識別情報に対応付けて
サーバ装置２００に保持させることもできる。
【０１０１】
　入力部１２５は、ユーザからの操作を受け付け、操作信号として制御部１２２に出力す
る機能を有するものである。入力部１２５は、例えば、入力装置により構成されるもので
ある。例えば、入力部１２５を介して入力された操作に基づいて、制御部１２２により各
種要求が生成され、制御部１２２により生成された各種要求は、送信部１２３によりサー
バ装置２００に送信される。
【０１０２】
　出力部１２６は、制御部１２２による制御に基づいて、各種情報や各種要求を出力する
機能を有するものである。また、出力部１２６は、再生部１２７により再生されたコンテ
ンツデータを出力する機能を有するものである。例えば、コンテンツデータが音声データ
である場合には、出力部１２６は、音声出力装置により構成されることとし、その音声出
力装置が音声データに基づいて音声を出力することとすればよい。例えば、コンテンツデ
ータが画像データである場合には、出力部１２６は、表示装置により構成されることとし
、その表示装置が画像データに基づいて画像を出力することとすればよい。
【０１０３】
　再生部１２７は、上記したように、サーバ装置２００から受信したコンテンツデータを
、制御部１２２による制御に基づいて再生することができる。例えば、再生部１２７は、
サーバ装置２００から受信したコンテンツデータをストリーム再生することができるが、
再生部１２７は、サーバ装置２００から受信したコンテンツデータを必ずしもストリーム
再生しなくてもよい。再生部１２７は、受信部１２４によりサーバ装置２００から受信さ
れたコンテンツデータを、オフラインにより再生することも可能である。
【０１０４】
　　［１－１０．コンテンツデータに関連する情報の表示例］
　図１０は、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００により保持されているコンテンツ
データに関連する情報がクライアント装置１００により表示される場合の表示例を示す図
である。図１０を参照しながら、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００により保持さ
れているコンテンツデータに関連する情報がクライアント装置１００により表示される場
合の表示例について説明する。なお、本発明の実施形態に係るクライアント装置１００は
、第１クライアント装置１００Ａ１、第２クライアント装置１００Ａ２、他クライアント
装置１００Ｂなどを総称したものである。以下では、第１クライアント装置１００Ａ１が
備える各機能ブロックを主体として処理の流れを記載する。しかしながら、第２クライア
ント装置１００Ａ２、他クライアント装置１００Ｂなどが備える各機能ブロックを主体と
して処理を行うことも可能であることは言うまでもない。
【０１０５】
　送信部１１３は、サーバ装置２００が保持しているコンテンツデータに関連する情報で
あるコンテンツ関連情報を取得するための要求である情報送信要求をサーバ装置２００に
送信する。かかる場合、クライアント装置１００は、コンテンツ関連情報を情報送信要求
に対する応答としてサーバ装置２００から受信する受信部１１４をさらに備え、制御部１
１２は、受信部１１４によりサーバ装置２００から受信されたコンテンツ関連情報を所定
の表示部に表示させることができる。制御部１１２は、例えば、入力部１１５を介してユ
ーザから入力された所定の操作に基づいて、情報送信要求をサーバ装置２００に送信する
ように送信部１１３を制御する。所定の操作は、例えば、Ｃｈａｎｎｎｅｌボタン４１２
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が選択される操作に相当する。表示部は、出力部１１６の一例である。
【０１０６】
　図１０に示すように、制御部１１２は、受信部１１４によりサーバ装置２００から受信
されたコンテンツ関連情報を、例えば、画像４３１、４３２、４３３として、表示部に表
示させることができる。画像４３１は、現在選択されているコンテンツデータに関する情
報の一例としての画像であり、画像４３２は、前回選択されたコンテンツデータに関連す
る情報の一例としての画像であり、１または複数の画像４３３は、今後選択できるコンテ
ンツデータに関する情報の中で、ユーザの嗜好により適したコンテンツデータに関連する
情報ほど画像４３１の近くに並べられたものである。
【０１０７】
　ユーザにより画像４３１、４３２、４３３のいずれかが選択されると、例えば、制御部
１１２により、選択された画像に対応するコンテンツデータが現在選択されたものと認識
され、再生ボタンを押下するなどといった所定の操作により、現在選択されているコンテ
ンツデータをサーバ装置２００からダウンロードして再生することができるようになる。
【０１０８】
　図１０に示した例では、ＨＯＭＥボタン４１１、Ｃｈａｎｎｎｅｌボタン４１２、Ｂｒ
ｏｗｓｅボタン４１３、Ｍｙ　Ｌｉｂｒａｒｙボタン４１４のうち、Ｃｈａｎｎｎｅｌボ
タン４１２が選択されている。したがって、図１０に示した１または複数の画像４３３は
、ユーザにより選択されたチャネル内において、ユーザの嗜好により適したコンテンツデ
ータに関連する情報ほど画像４３１の近くに並べられたものである。チャンネルは、サー
バ装置２００から取得したチャンネル関連情報４５１を参照してユーザにより選択される
こととしてもよい。チャンネル関連情報４５１は、カテゴリ４４１により適宜変更され得
るものとしてもよい。
【０１０９】
　ユーザの嗜好により適したコンテンツデータに関連する情報は、例えば、サーバ装置２
００によりクライアント装置１００に送信されてもよい。つまり、サーバ装置２００は、
記憶部１１１によりユーザ識別情報に対応付けられた嗜好情報を記憶していてもよい。か
かる場合には、サーバ装置２００は、嗜好情報を参照しながら、ユーザにより選択された
チャネル内において、ユーザの嗜好により適したコンテンツデータを決定することができ
る。
【０１１０】
　図１０には、この他に、Ａｄｄ　ｔｏボタン４２３、Ｌｉｋｅボタン４２１、Ｄｉｓｌ
ｉｋｅボタン４２２などが示されている。例えば、ユーザによりＡｄｄ　ｔｏボタン４２
３が選択されると、現在選択されているコンテンツデータを識別するためのコンテンツ識
別情報をユーザ別登録情報に追加することができる。新たなコンテンツ識別情報がユーザ
別登録情報に追加されれば、その新たなコンテンツ識別情報により識別されるコンテンツ
データをクライアント装置１００にダウンロードして再生できるようになる。
【０１１１】
　また、例えば、ユーザによりＬｉｋｅボタン４２１が選択されると、現在選択されてい
るコンテンツデータに関連する情報を、サーバ装置２００が保持している嗜好情報に反映
させることができる。同様に、例えば、ユーザによりＤｉｓｌｉｋｅボタン４２２が選択
されると、現在選択されているコンテンツデータに関連する情報を、サーバ装置２００が
保持している嗜好情報に反映させることができる。現在選択されているコンテンツデータ
に関連する情報としては、例えば、現在選択されているコンテンツデータのジャンルなど
が想定される。このように、サーバ装置２００が保持している嗜好情報を更新することが
できれば、ユーザの嗜好により適したコンテンツデータをユーザに提案することができる
。
【０１１２】
　　［１－１１．コンテンツデータを購入させるための画面例（その１）］
　図１１は、本発明の実施形態に係るクライアント装置１００により使用できないコンテ
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ンツデータを購入させるためのオブジェクトが配置された画面例（その１）を示す図であ
る。図１１を参照しながら、本発明の実施形態に係るクライアント装置１００により使用
できないコンテンツデータを購入させるためのオブジェクトが配置された画面例（その１
）について説明する。
【０１１３】
　送信部１１３は、自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報を情報送信
要求に含めてサーバ装置２００に送信する。かかる場合において、サーバ装置２００が保
持するユーザ別登録情報において情報送信要求に含まれているユーザ識別情報に対応付け
られてコンテンツ識別情報が登録されている場合とそうでない場合とがある。
【０１１４】
　そこで、例えば、受信部１１４によりサーバ装置２００から受信されたコンテンツ関連
情報に、情報送信要求に含まれているユーザ識別情報に対応付けられてユーザ別登録情報
にコンテンツ識別情報が登録されていない旨を示す情報が含まれている場合を想定する。
かかる場合において、制御部１１２は、コンテンツ関連情報を所定の表示部に表示させる
とともに、情報送信要求に含まれているコンテンツ識別情報により識別されるコンテンツ
データをユーザに購入させるための所定のオブジェクトをコンテンツ関連情報に対応させ
て所定の表示部に表示させてもよい。
【０１１５】
　図１１には、この他に、Ｃａｒｔボタン４１５、Ｐｌａｙｌｉｓｔボタン４１７、コン
テンツ関連情報４５２、画像４３１に重畳されている購入ボタン４６１、コンテンツ関連
情報４５２に対応する購入ボタン４６２、コンボボックス４６３、選択リスト４６４など
が示されている。画像４３１に重畳されている購入ボタン４６１は、情報送信要求に含ま
れているコンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータをユーザに購入させるた
めの所定のオブジェクトの一例である。購入ボタン４６２が選択されると、選択された購
入ボタン４６２に対応するコンテンツデータがカートに入れられることとなる。
【０１１６】
　制御部１１２は、カートにコンテンツデータが入れられている場合にのみ、Ｃａｒｔボ
タン４１５を表示させてもよい。Ｐｌａｙｌｉｓｔボタン４１７が選択された場合には、
図１０に示すように、サーバ装置２００に登録されているＰｌａｙｌｉｓｔ４１６が表示
されるようにしてもよい。また、例えば、ユーザによりコンボボックス４６３が選択され
ると、現在選択されているコンテンツデータをユーザ別登録情報に追加するためのリンク
や、現在選択されているコンテンツデータを購入するためのリンク、現在選択されている
コンテンツデータを含むアルバムを購入するためのリンクなどを含んだ選択リスト４６４
が表示されることとしてもよい。
【０１１７】
　　［１－１２．コンテンツデータを購入させるための画面例（その２）］
　図１２は、本発明の実施形態に係るクライアント装置１００により使用できないコンテ
ンツデータを購入させるためのオブジェクトが配置された画面例（その２）を示す図であ
る。図１２を参照しながら、本発明の実施形態に係るクライアント装置１００により使用
できないコンテンツデータを購入させるためのオブジェクトが配置された画面例（その２
）について説明する。
【０１１８】
　クライアント装置１００は、サーバ装置２００に登録されているユーザ別登録情報（ｍ
ｙ　Ｌｉｂｒａｒｙ）を取得して表示することも可能である。すなわち、送信部１１３は
、自装置を使用するユーザを識別するためのユーザ識別情報を含む登録情報取得要求をサ
ーバ装置に送信する。かかる場合において、クライアント装置１００は、ユーザ別登録情
報において登録情報取得要求に含まれるユーザ識別情報に対応付けられてサーバ装置２０
０により保持されているコンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータに関連す
る情報であるコンテンツ関連情報４５３を登録情報取得要求に対する応答としてサーバ装
置２００から受信する受信部１１４をさらに備えることとする。また、制御部１１２は、
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受信部１２４によりサーバ装置２００から受信されたコンテンツ関連情報４５３を所定の
表示部に表示させることとしてもよい。
【０１１９】
　制御部１１２は、原則的には、ユーザ別登録情報に登録されていないコンテンツ識別情
報により識別されるコンテンツデータに関連する情報については、所定の表示部に表示さ
せない。しかしながら、制御部１１２は、ユーザ別登録情報に登録されていないコンテン
ツ識別情報により識別されるコンテンツデータに関連する情報についても所定の表示部に
表示させることとしてもよい。
【０１２０】
　すなわち、受信部１１４は、ユーザ別登録情報においてユーザ識別情報に対応付けられ
てサーバ装置２００により保持されていないコンテンツ識別情報により識別されるコンテ
ンツデータに関連する情報であるコンテンツ関連情報を登録情報取得要求に対する応答と
してサーバ装置２００からさらに受信してもよい。かかる場合には、制御部１１２は、コ
ンテンツ関連情報を所定の表示部に表示させるとともに、そのコンテンツ識別情報により
識別されるコンテンツデータをユーザに購入させるための所定のオブジェクトをコンテン
ツ関連情報に対応させて所定の表示部に表示させることとしてもよい。
【０１２１】
　ユーザ別登録情報においてユーザ識別情報に対応付けられてサーバ装置２００により保
持されていないコンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータを再生する選択が
ユーザによりなされた場合には、クライアント装置１００は、当該コンテンツデータの一
部のみをサーバ装置２００からダウンロードして再生できることとしてもよい。これによ
り、当該コンテンツデータに対する購買意欲を促進させることができるなどの効果が得ら
れる。
【０１２２】
　また、ユーザ別登録情報においてユーザ識別情報に対応付けられてサーバ装置２００に
より保持されていないコンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータを再生する
選択がユーザによりなされた場合には、クライアント装置１００は、サーバ装置２００か
ら当該コンテンツデータをダウンロードして再生する代わりに、自装置により保持されて
いるコンテンツデータを再生することとしてもよい。
【０１２３】
　　［１－１３．ユーザにより購入される予定のコンテンツデータの表示例］
　図１３は、本発明の実施形態に係るクライアント装置１００を介してユーザにより購入
される予定のコンテンツデータの表示例を示す図である。図１３を参照しながら、本発明
の実施形態に係るクライアント装置１００を介してユーザにより購入される予定のコンテ
ンツデータの表示例について説明する。
【０１２４】
　制御部１１２は、例えば、入力部１１５を介してユーザから入力された所定の操作に基
づいて、ユーザにより購入される予定のコンテンツデータが入れられたカートの中身を表
示するように表示部を制御する。所定の操作は、例えば、Ｃａｒｔボタン４１５が選択さ
れる操作に相当する。表示部は、出力部１１６の一例である。
【０１２５】
　図１３に示すように、コンテンツ関連情報４５２は、カート内に入れられているコンテ
ンツデータに関連する情報である。また、図１３に示すように、チェックマークが入れら
れているチェック入力欄４６５に対応するコンテンツデータの購入金額の合計を算出する
ための会計ボタン４６６が表示されるようにしてもよい。
【０１２６】
　　［１－１４．第１クライアント装置により実行される処理］
　図１４は、本発明の実施形態に係る第１クライアント装置１００Ａ１により実行される
処理の流れを示すフローチャートの一例である。図１４を参照しながら、本発明の実施形
態に係る第１クライアント装置１００Ａ１により実行される処理の流れについて説明する
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。
【０１２７】
　図１４に示すように、まず、制御部１１２は、記憶部１１１により記憶されているコン
テンツデータを識別するためのコンテンツ識別情報を取得する（ステップＳ１０１）。制
御部１１２は、例えば、入力部１１５を介してユーザから入力された所定の操作に基づい
て、記憶部１１１により記憶されているコンテンツデータを識別するためのコンテンツ識
別情報を取得する。制御部１１２がコンテンツ識別情報を取得する手法については、上記
したように特に限定されるものではない。
【０１２８】
　続いて、送信部１１３は、制御部１１２により取得されたコンテンツ識別情報と自装置
（第１クライアント装置１００Ａ１）を使用するユーザＡを識別するためのユーザ識別情
報とを含む登録要求をサーバ装置２００に送信する（ステップＳ１０２）。ここで使用さ
れるユーザ識別情報は、送信部１１３が、あらかじめ記憶部１１１に登録されているもの
を取得して使用することとしてもよいし、サーバ装置２００に登録要求を送信する際に、
ユーザＡから入力されたものを取得して使用することとしてもよい。
【０１２９】
　　［１－１５．サーバ装置により実行される処理（その１）］
　図１５は、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００により実行される処理（その１）
の流れを示すフローチャートの一例である。図１５を参照しながら、本発明の実施形態に
係るサーバ装置２００により実行される処理（その１）の流れについて説明する。なお、
本発明の実施形態に係るサーバ装置２００により実行される処理（その１）は、図１４に
示した処理の後に実行される処理である。
【０１３０】
　図１５に示すように、まず、受信部２１０は、第１クライアント装置１００Ａ１から登
録要求を受信する（ステップＳ２０１）。続いて、制御部２２０は、登録要求に含まれる
コンテンツ識別情報により識別されるコンテンツデータを記憶部２４０が記憶しているか
否かを判断する（ステップＳ２０２）。制御部２２０は、登録要求に含まれるコンテンツ
識別情報により識別されるコンテンツデータを記憶部２４０が記憶していないと判断した
場合には（ステップＳ２０３で「Ｎｏ」）、ステップＳ２０４に進まずに処理を終了する
。
【０１３１】
　制御部２２０は、登録要求に含まれるコンテンツ識別情報により識別されるコンテンツ
データを記憶部２４０が記憶していると判断した場合には（ステップＳ２０３で「Ｙｅｓ
」）、ステップＳ２０４に進む。記憶部２４０は、登録要求に含まれるユーザ識別情報お
よびコンテンツ識別情報が対応付けられてなる情報をユーザ別登録情報として記憶し（ス
テップＳ２０４）、制御部２２０は、処理を終了する。
【０１３２】
　　［１－１６．第２クライアント装置により実行される処理］
　図１６は、本発明の実施形態に係る第２クライアント装置１００Ａ２により実行される
処理の流れを示すフローチャートの一例である。図１６を参照しながら、本発明の実施形
態に係る第２クライアント装置１００Ａ２により実行される処理の流れについて説明する
。
【０１３３】
　図１６に示すように、まず、制御部１２２は、自装置（第２クライアント装置１００Ａ
２）を使用するユーザＡにより指定されたコンテンツ識別情報を選択情報として取得する
（ステップＳ３０１）。制御部１２２は、例えば、入力部１２５を介してユーザから入力
された所定の操作に基づいて、自装置を使用するユーザＡにより指定されたコンテンツ識
別情報を選択情報として取得する。
【０１３４】
　続いて、送信部１２３は、制御部１２２により取得された選択情報と自装置（第２クラ
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イアント装置１００Ａ２）を使用するユーザＡを識別するためのユーザ識別情報とを含む
コンテンツ送信要求をサーバ装置２００に送信する（ステップＳ３０２）。ここで使用さ
れるユーザ識別情報は、送信部１２３が、あらかじめ記憶部１２１に登録されているもの
を取得して使用することとしてもよいし、サーバ装置２００にコンテンツ送信要求を送信
する際に、ユーザＡから入力されたものを取得して使用することとしてもよい。
【０１３５】
　続いて、受信部１２４は、送信部１２３により送信されたコンテンツ送信要求に対する
応答としてコンテンツデータをサーバ装置２００から受信する（ステップＳ３０３）。受
信部１２４によりコンテンツデータが受信されると、例えば、制御部１２２の制御に基づ
いて、再生部１２７は、受信部１２４により受信されたコンテンツデータを再生すること
ができる。再生部１２７は、例えば、受信部１２４により受信されたコンテンツデータを
ストリーム再生することができる。
【０１３６】
　　［１－１７．サーバ装置により実行される処理（その２）］
　図１７は、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００により実行される処理（その２）
の流れを示すフローチャートの一例である。図１７を参照しながら、本発明の実施形態に
係るサーバ装置２００により実行される処理（その２）の流れについて説明する。なお、
本発明の実施形態に係るサーバ装置２００により実行される処理（その２）は、図１６に
示した処理の後に実行される処理である。
【０１３７】
　図１７に示すように、まず、受信部２１０は、第２クライアント装置１００Ａ２からコ
ンテンツ送信要求を受信する（ステップＳ４０１）。続いて、制御部２２０は、コンテン
ツ送信要求に含まれるユーザ識別情報および選択情報が対応付けられてなる情報を記憶部
２４０がユーザ別登録情報として記憶しているか否かを判断する（ステップＳ４０２）。
制御部２２０は、コンテンツ送信要求に含まれるユーザ識別情報および選択情報が対応付
けられてなる情報を記憶部２４０がユーザ別登録情報として記憶していないと判断した場
合には（ステップＳ４０３で「Ｎｏ」）、ステップＳ４０４に進まずに処理を終了する。
【０１３８】
　制御部２２０は、コンテンツ送信要求に含まれるユーザ識別情報および選択情報が対応
付けられてなる情報を記憶部２４０がユーザ別登録情報として記憶していると判断した場
合には（ステップＳ４０３で「Ｙｅｓ」）、ステップＳ４０４に進む。送信部２３０は、
コンテンツ送信要求に対する応答として選択情報により識別されるコンテンツデータを第
２クライアント装置１００Ａ２に送信し（ステップＳ４０４）、制御部２２０は、処理を
終了する。
【０１３９】
　　［１－１８．クライアント装置により実行されるコンテンツデータ購入処理］
　図１８は、本発明の実施形態に係るクライアント装置１００により実行されるコンテン
ツデータ購入処理の流れを示すフローチャートの一例である。図１８を参照しながら、本
発明の実施形態に係るクライアント装置１００により実行されるコンテンツデータ購入処
理の流れを示すフローチャートの一例について説明する。
【０１４０】
　図１８に示すように、まず、制御部１１２は、入力部１１５を介して購入対象のコンテ
ンツデータの選択を受け付け（ステップＳ５０１）、当該コンテンツデータをカート内に
入れる（ステップＳ５０２）。購入対象のコンテンツデータの選択を受け付けは、より詳
細には、購入ボタン４６２を選択する旨の操作が入力部１１５を介して受け付けられた場
合に、その購入ボタン４６２に対応するコンテンツ識別情報を取得することにより実現さ
れる。コンテンツデータをカートに入れる処理は、具体的には、選択されたコンテンツデ
ータを識別するためのコンテンツ識別情報を購入予定の情報格納用領域に登録することに
より実現される。購入予定の情報格納用領域は、例えば、記憶部１１１に設けることがで
きる。
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【０１４１】
　続いて、制御部１１２は、カート内のコンテンツデータを購入する操作が行われたと判
断した場合には（ステップＳ５０３で「Ｙｅｓ」）、カート内のコンテンツデータの購入
金額を表示し（ステップＳ５０４）、当該購入金額にて購入する操作が行われた場合には
（ステップＳ５０５で「Ｙｅｓ」）、購入処理を行い（ステップＳ５０６）、処理を終了
する。カート内のコンテンツデータを購入する操作は、より詳細には、会計ボタン４６６
を選択する旨の操作が入力部１１５を介して受け付けられた場合に、チェックマークが入
れられているチェック入力欄４６５に対応するコンテンツ識別情報を取得することにより
実現される。
【０１４２】
　続いて、制御部１１２は、カート内のコンテンツデータを購入する操作が行われなかっ
たと判断した場合（ステップＳ５０３で「Ｎｏ」）や当該購入金額にて購入する操作が行
われなかった場合には（ステップＳ５０５で「Ｎｏ」）、例えば、ステップＳ５０１に戻
ることとすればよい。
【０１４３】
　なお、ステップＳ５０３における購入確認や、ステップＳ５０５における購入金額確認
を省略する旨の設定を行っておくこともできる。かかる場合には、制御部１１２は、ステ
ップＳ５０２～ステップＳ５０５による処理を省略して、ステップＳ５０１が行われた後
、ステップＳ５０６に進むこととしてもよい。
【０１４４】
　　［１－１９．サーバ装置のハードウェア構成の一例］
　図１９は、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００のハードウェア構成の一例を示す
図である。図１９を参照しながら、本発明の実施形態に係るサーバ装置２００のハードウ
ェア構成の一例について説明する。
【０１４５】
　図１９に示すように、サーバ装置２００は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）９０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）９
０２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）９０３と、ホストバス９
０４と、ブリッジ９０５と、外部バス９０６と、インタフェース９０７と、入力装置９０
８と、出力装置９１０と、ストレージ装置（ＨＤＤ）９１１と、ドライブ９１２と、接続
ポート９１４と、通信装置９１５とを備える。
【０１４６】
　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、ＲＯＭ９０２またはＨＤ
Ｄ９１１に格納された各種プログラムに従って動作し、サーバ装置２００内の各部を制御
する。具体的な処理としては、例えば、コンテンツデータの暗号化および復号化処理、コ
ンテンツデータなどの入出力処理制御などを実行する。
【０１４７】
　ＲＯＭ９０２は、ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや、演算パラメータ等を記憶する
。また、このＲＯＭ９０２は、コンテンツデータなど保存する機能を有することとしても
よい。ＲＡＭ９０３は、ＣＰＵ９０１の実行において使用するプログラムや、その実行に
おいて適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。これらはＣＰＵバスなどから構成され
るホストバス９０４により相互に接続されている。
【０１４８】
　ホストバス９０４は、ブリッジ９０５を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス
９０６に接続されている。
【０１４９】
　入力装置９０８は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、
レバー等の操作部と、入力信号を生成してＣＰＵ９０１に出力する入力制御回路などから
構成されている。サーバ装置２００のユーザは、この入力装置９０８を操作することによ
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り、サーバ装置２００に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすること
ができる。
【０１５０】
　出力装置９１０は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレ
イ装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ランプ等の表示装置と、スピーカ等の音声出
力装置などで構成される。この出力装置９１０は、例えば、再生されたコンテンツデータ
を出力する。具体的には、表示装置は再生された映像コンテンツをテキストまたはイメー
ジで動画若しくは静止画で表示する。一方、音声出力装置は、再生された音声コンテンツ
を発音する。
【０１５１】
　ＨＤＤ９１１は、本発明の実施形態にかかるサーバ装置２００の記憶部の一例として構
成されたデータ格納用の装置である。このＨＤＤ９１１は、ＣＰＵ９０１が実行するプロ
グラムや各種データをハードディスクに格納する。また、このＨＤＤ９１１には、例えば
、コンテンツデータなどの各種データが格納される。
【０１５２】
　ドライブ９１２は、記憶媒体用リーダ／ライタであり、サーバ装置２００に内蔵、或い
は外付けされる。このドライブ９１２は、サーバ装置２００にローディングされた磁気デ
ィスク（ＨＤ等）、光ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ等）、光磁気ディスク（ＭＯ等）、または
半導体メモリ等のリムーバブル記憶媒体４０に対して、コンテンツデータなどの各種デー
タを記録／再生する。
【０１５３】
　具体的には、ドライブ９１２は、リムーバブル記憶媒体４０に記録されているデータを
読み出して、インタフェース９０７、外部バス９０６、ブリッジ９０５、およびホストバ
ス９０４を介して接続されているＲＡＭ９０３に供給する。ＣＰＵ９０１は、必要に応じ
て、これらのデータをＲＯＭ９０２またはＨＤＤ９１１などに格納する。一方、ドライブ
９１２は、ＲＯＭ９０２またはＨＤＤ９１１などに格納されているデータや、新たに生成
したデータ、外部装置から取得したデータをＣＰＵ９０１から受け取り、リムーバブル記
憶媒体４０に書き込む。
【０１５４】
　接続ポート９１４は、例えば、サーバ装置２００と外部周辺機器とを接続するポートで
あり、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４等の接続端子を有する。接続ポート９１４は、インタフ
ェース９０７、および外部バス９０６、ブリッジ９０５、ホストバス９０４等を介してＣ
ＰＵ９０１等に接続されている。
【０１５５】
　通信装置９１５は、例えば、ネットワーク３００に接続するための通信デバイス等で構
成された通信インタフェースである。この通信装置９１５は、クライアント装置１００な
どの外部機器との間で、ネットワーク３００を介して、コンテンツデータ、制御信号など
の各種データを送受信する。
【０１５６】
　　［１－２０．クライアント装置のハードウェア構成の一例］
　図２０は、本発明の実施形態に係るクライアント装置１００のハードウェア構成の一例
を示す図である。図２０を参照しながら、本発明の実施形態に係るクライアント装置１０
０のハードウェア構成の一例について説明する。
【０１５７】
　図２０に示すように、クライアント装置１００は、例えば、制御装置８０１と、フラッ
シュメモリ８０２と、ＲＡＭ８０３と、バス８０６と、入力装置８０８と、表示装置８１
０と、ＨＤＤ８１１と、ドライブ８１２と、デコーダ８１３と、通信装置８１５と、オー
ディオ出力回路８１６と、リモートコントローラ８１８と、ヘッドフォン８１９とを備え
る。
【０１５８】
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　制御装置８０１は、例えば、フラッシュメモリ８０２またはＨＤＤ８１１に格納された
各種プログラムに従って動作し、クライアント装置１００の各部を制御する。フラッシュ
メモリ８０２は、例えば、制御装置８０１の動作を規定したプログラムや、各種のデータ
を記憶する。このフラッシュメモリ８０２は、コンテンツデータなどを保存する機能を有
することとすることができる。また、ＲＡＭ８０３は、例えばＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒ
ｏｎｏｕｓ　ＤＲＡＭ）で構成され、制御装置８０１の処理に関する各種データを一時記
憶する。
【０１５９】
　バス８０６は、制御装置８０１、フラッシュメモリ８０２、ＲＡＭ８０３、入力装置８
０８、表示装置８１０、ＨＤＤ８１１、ドライブ８１２、デコーダ８１３、通信装置８１
５およびオーディオ出力回路８１６などを接続するデータ線である。
【０１６０】
　入力装置８０８とリモートコントローラ８１８は、例えば、タッチパネル、ボタンキー
、レバー、ダイヤル等の操作部と、ユーザによる操作部に対する操作に応じて入力信号を
生成して制御装置８０１に出力する入力制御回路などから構成されている。クライアント
装置１００のユーザは、この入力装置８０８や、後述のリモートコントローラ８１８を操
作することにより、クライアント装置１００に対して各種のデータを入力したり処理動作
を指示したりすることができる。
【０１６１】
　表示装置８１０は、例えばＬＣＤパネルおよびＬＣＤ制御回路などで構成される。この
表示装置８１０は、制御装置８０１の制御に応じて、各種情報をテキストまたはイメージ
で表示する。
【０１６２】
　ＨＤＤ８１１は、本発明の実施形態にかかるクライアント装置１００の記憶部の一例と
して構成されたデータ格納用の装置である。このＨＤＤ８１１は、例えば数十ＧＢの記憶
容量を有するハードディスクドライブ（ＨＤＤ）で構成され、コンテンツデータや、制御
装置８０１のプログラム、各種のデータを格納する。かかるＨＤＤ８１１を備えたクライ
アント装置１００は、コンテンツデータを記録および再生可能なコンテンツ記録再生装置
として構成される。これによって、リムーバブル記憶媒体４０を介して提供されたコンテ
ンツデータのみならず、サーバ装置２００などから受信したコンテンツデータを、ＨＤＤ
８１１に格納して、再生することができるようになる。しかし、かかる例に限定されず、
例えば、クライアント装置１００は、ＨＤＤ８１１を具備せず、コンテンツの再生専用装
置として構成されてもよい。この場合には、クライアント装置１００は、例えば、リムー
バブル記憶媒体４０に保存されているコンテンツデータを読み出して再生のみ実行可能（
記録は不可能）となる。また、サーバ装置２００などから受信したコンテンツデータをＨ
ＤＤ８１１に格納せずに順次に再生していくストリーミング再生を行うこととしてもよい
。
【０１６３】
　ドライブ８１２は、記憶媒体用リーダ／ライタであり、クライアント装置１００に内蔵
される。このドライブ８１２は、クライアント装置１００にローディングされた上記各種
のリムーバブル記憶媒体４０に対して、コンテンツデータなどの各種データを、記録／再
生する。デコーダ８１３は、暗号化されているコンテンツデータのデコード処理、サラウ
ンド処理、ＰＣＭデータへの変換処理などを行う。
【０１６４】
　通信装置８１５は、例えば、ネットワーク３００を介して接続されたサーバ装置２００
との間で、コンテンツデータなどの各種データを送受信する。その他、通信装置８１５は
、例えば、ネットワーク３００を介してサーバ装置に各種要求を送信するとともに、各種
要求に対する応答を、ネットワーク３００を介してサーバ装置から受信する機能を有する
こととしてもよい。
【０１６５】
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　オーディオ出力回路８１６は、デコーダ８１３によりデコードされ、制御装置８０１に
よってＤＡ変換されたアナログ音声データを増幅してリモートコントローラ８１８に出力
する。このアナログ音声データは、リモートコントローラ８１８からヘッドフォン８１９
に出力され、ヘッドフォン８１９に内蔵されたスピーカ（図示せず。）から音声出力され
る。
【０１６６】
　＜２．変形例＞
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１６７】
　＜３．まとめ＞
　本実施形態によれば、第１クライアント装置により使用することができるコンテンツデ
ータを第２クライアント装置により使用するために、コンテンツデータを第１クライアン
ト装置からサーバ装置にアップロードする手間を低減することが可能である。
【符号の説明】
【０１６８】
　１０　　情報処理システム
　１００　クライアント装置
　１００Ａ１　第１クライアント装置
　１００Ａ２　第２クライアント装置
　１００Ｂ　他クライアント装置
　１１１　記憶部
　１１２　制御部
　１１３　送信部
　１１４　受信部
　１１５　入力部
　１１６　出力部
　１１７　再生部
　１２１　記憶部
　１２２　制御部
　１２３　送信部
　１２４　受信部
　１２５　入力部
　１２６　出力部
　１２７　再生部
　２００　サーバ装置
　２１０　受信部
　２２０　制御部
　２３０　送信部
　２４０　記憶部
　３００　ネットワーク
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